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はじめに

「マイナンバー制度に係る経済産業省における取り組みと、
国税関係書類に係るスキャナ保存制度の規制緩和」という情
報化対策に関連する二つの法制度の最新動向が、2015年３
月２日、JIIMA主催のe-文書法規制緩和に関する特別セミ
ナーの中で講演されました。電子社会の構築に向けてつくら
れた新しい制度を、経済産業省はどのように推進していくの
か、民間企業はどのように活用できるのか、講師：経済産業
省情報プロジェクト室の村上智信室長および馬上征人係長の
講演内容に沿って報告します。

マイナンバー制度の民間活用の促進

民間企業がマイナンバー制度をビジネスに活用する場合と
して、マイナンバーカードの活用と法人番号の活用が考えら
れます。
昨年10月以降「マイナンバー通知カード」が配布され、希
望者からの「マイナンバーカード」の受付が開始されました。
マイナンバーカードにはICチップが埋め込まれており、カー
ド上に記載がされている「住所」「氏名」「生年月日」「性別」
「写真情報」とそれらの電子証明書が記録されています。個

人番号は法律により利用目的が制限されていますが、このマ
イナンバーカードは電子証明書を利用して、制限なくビジネ
スへ利用することが可能です。経済産業省は、マイナンバー
制度の民間活用の一環として、マイナンバーカードによる公
的個人認証制度に関して、民間企業が新たなビジネスを創出
することを支援していきます。では、経済産業省はどのよう
な新ビジネスが創出されることを想定しているのでしょうか。

１．電子認証による新ビジネスの創出
地方公共団体が共同して運営する地方公共団体情報システ
ム機構（J-LIS）は、マイナンバーカードの情報を電子認証
する公的個人認証の仕組みを構築しています。この仕組みの
民間活用として、例えばクレジットカード会社での活用が想
定されます。マイナンバーカードの公的個人認証を活用する
ことにより、クレジットカード会社がインターネット上で本
人確認を行うことができるようになれば、住民票等の書面に
よる本人確認が不要になり、申請手続きが数分程度で完了す
るのではないかと、村上氏は期待しています。
また、お見合いサイトのような、いわゆる出会い系サイト
での活用も想定しています。現状の出会い系サイトは、匿名
性が高く、利用者間でトラブルや犯罪が発生することもあり、
危険なサービスというイメージを抱いている人も少なくあり
ません。マイナンバーカードの電子認証を活用することによ
り、例えば匿名では参加できない健全性を謳うサイトを構築
することができれば、今までは敬遠していた利用者層を取り
込むことも可能になり、新しいビジネスの創出につながるの
ではないか、と考えられています。

２．「デジタルwatashiアプリ」でスマホ利用も
「デジタルwatashiアプリ」とは、J-LISの公的個人認証を
受けたマイナンバーカードの情報をスマートフォンに紐づけ

コニカミノルタジャパン株式会社
情報機器ソリューション事業本部
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JIIMA特別セミナー「e-文書法 税務関係書類のスキャナ保存、さらなる
規則緩和が実現・その最新動向」から、経済産業省における取り組みを聞いた講 演 録

講演いただいた村上智信氏（左）と馬上征人氏（右）
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ることで、スマートフォンを身分証明書代わりにし、さまざ
まなアプリを利用する時の利便性を向上させる仕組みをいい
ます。
例えば、本人確認が必要なイベント会場に入場する場合、
現状では身分証と事前に発行されたチケットを見せることが
多いのですが、もし「デジタルwatashiアプリ」を活用する
ことができれば、マイナンバーカードの情報（写真など）を
紐付けることができるため、確実に本人確認を行えますし、
電子チケットにより、スマホだけで入場確認が出来ます。
また「デジタルwatashiアプリ」を活用して社員証の発行
を行うことも可能です。村上氏は「デジタルwatashiアプリ」
を活用してスマートフォンによる社員証を発行する場合、大
きく三つのメリットがあると説明します。

・インターネット上で完結できる発行手続き
　住民票などの証明書の提出が不要になる

・社員証読み取り機器の多様性
　 スマートフォンの情報の読み取りは、ICカードリーダー
だけでなく、QRコードでも可能

・社員証の携帯不要
　利用者がわざわざ社員証カードを持ち歩かなくて済む

３．法人番号の民間活用
また経済産業省では、マイナンバー制度の民間活用の一環
として、法人番号の利活用も推進していくと述べています。

法人情報活用基盤システム（法人ポータル）の提供
経済産業省では、各部署が保有している情報を統合的に管
理する法人情報活用基盤システム（経済産業省版法人ポータ
ル）を構築しています。この法人ポータル構築の狙いは、経
済産業省内で保有するあらゆる法人情報を一括で管理し、他
部門の情報も検索・閲覧できるようにすることで、部門間連
携を強化し省内の業務効率を上げることにあります。
経済産業省は、この法人ポータルで管理している情報のう
ち公開可能な法人情報については、今後民間に広く公開して
いく予定です。

J-LIS
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マイナンバーカードに紐づけた「デジタルwatashiアプリ」によるビジネスの創出
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法人情報活用基盤システムの画面イメージ
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民間企業がこの法人ポータルを利用できれば、法人名や法
人番号から特定の法人を検索でき、経済産業省の保有する公
開可能な法人情報（官公需調達受注実績、表彰実績、補助金
受給実績など）を閲覧することが可能になります。

民間企業による法人ポータルの活用方法
民間企業が法人ポータルを利用するシーンとしては、例え
ば企業が新しい取引先を開拓する際の信用調査に利用するこ
とが考えられます。現状の一般的な信用調査の実施には時間
と手間がかかりますが、法人ポータルを利用すれば、対象と
なる法人を検索するだけである程度の情報は入手することが
できます。
また、将来的には、各種行政手続きに必要となる書類の提
出を簡素化することも可能になるかもしれません。現状の行
政手続きは、手続きごとに書類を提出しなければならず、そ
の結果何度も同じ書類を提出することになってしまいますが、
法人ポータルで一度提出した書類が政府内で共有されれば、
以降の手続きで同じ書類を提出する必要もなくなります。
さらに将来的には、民間による法人ポータルもつくられる
ことも予想され、政府の法人ポータルとデータ連携して法人
情報を提供する仕組みが構築される見込みです。民間による
法人ポータルには、政府が公開する法人情報だけでなく、民
間企業が独自に集めた有益な情報が追加されることになり、
付加価値の高い情報を発信することが期待されています。

国税関係書類に係るスキャナ保存制度の規制緩和

さて話題は国税関係書類のスキャナ保存制度に変わります。
平成27年度に続き、平成28年度も緩和される国税関係書
類のスキャナ保存制度の要件に関し、馬上氏より説明があり
ました。
以下にその経緯とポイントを説明します。

１．税制改正の経緯
一般的に既存法制度の規制緩和などの法改正を行う場合は、
政府内での交渉と調整が必要となります。今回の税制改正に
ついても、経済産業省から財務省に対して提出された税制改
正要望が承認されたことにより実現しました。では、経済産
業省はどのような課題意識をもち、何のために今回の規制緩
和を実現させたのでしょうか。

２．現状課題
平成10年、適正公平な課税を確保しつつ企業の帳簿保存に
係る負担軽減を図る等の観点から、国税関係帳簿書類の電磁
的記録等による保存制度が創設され、平成17年には、電子化
による一層のコスト削減を図るために、国税関係書類に係る
スキャナ保存制度が開始されました。
しかしながら、電子帳簿保存法自体の承認件数が平成２６
年度末で累計16万件以上あるにもかかわらず、スキャナ保存
の承認件数は低調に推移しており（平成24年度：120件、平
成25年度：133件、平成26年度：152件）、十分に活用されて
きませんでした。
その原因のひとつに電磁的記録装置として原稿台と一体の
もの（固定型スキャナ）しか認めていないことがあります。
これではオフィス内にてスキャン作業を行う方法でしか運用
できず、多数の外勤者を抱える企業にとっては帳簿保存に係
る負担を軽減することができません。
そこで、近年におけるスマートフォンやデジタルカメラ等
の携帯型画像記録装置の普及状況１を踏まえて、オフィス以
外でも電磁的記録を行うことができる携帯型装置（スマート
フォン等）の使用を認めれば、場所に捉われることなく、よ
り簡単な方法で帳簿保存することができるようになり、ス
キャナ保存制度の利便性が向上し十分に普及するのではない
かと考えた、と馬上氏は言います。

３．改正目的と概要
このような課題を踏まえて経済産業省は、国税関係書類の
スキャナ保存制度の本来の目的に立ち返り、企業の帳簿保存
に係る負担軽減や、課税当局の調査業務の効率化を図り、社
会全体の生産性の向上を実現するために、今回の税制改正に
取り組みました。ポイントは、国税関係書類のスキャナ保存
制度について、スマートフォン等の携帯型画像記録装置を活
用した電子保存を認めることと、事務処理手続きにおける負
担を一部軽減することです。

４．主な改正内容

原稿台と一体型スキャナに限定する要件の廃止
前述のように国税関係書類のスキャナ保存要件に関して、

１　スマートフォン等の携帯電話の普及率94.4%、デジタルカメラの普及率75.2%
（平成27年３月消費動向調査）
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使用が認められる記録装置を原稿台と一体となったもの（固
定型スキャナ）に限定するという要件が廃止されます。これ
により、従来は外勤者がいったんオフィスに戻らなければ申
請できなかった経費精算処理を、スマートフォン等を活用す
ることで移動中の空いた時間に申請できるようになります。
スマートフォンによる電磁的記録については、原本性を確認
できなくなることを懸念する声も上がっていますが、画像が
不鮮明の場合や改ざんの可能性がある場合は、原本を提出さ
せて確認するなど運用方法を工夫する必要がある、とのこと
です。
署名とタイムスタンプの付与
国税関係書類のスキャナ保存に必要な要件として、当該書
類の受領者が署名を行った上で、特に速やか（３日以内）に
タイムスタンプを付すことが追加されました。これには、領
収書等の原本性を証明することで、領収書等が使い回された
り、改ざんされたりすることがないことを担保する意図があ
ります。
相互けん制要件の緩和
スキャナ保存制度に関する相互けん制要件については、国
税関係書類の受領者以外の者が記録事項の確認を行うことで
足りるようになります。そもそも相互けん制要件の趣旨は、
けん制機能が働かないことによる不正の発生を防止すること
にあります。とするならば、事務処理に関与しない第三者に
よるチェックを義務化するまでの必要性はなく、受領者以外

の者（例えば経理担当者）がチェックを行うことでもけん制
機能は十分に働きうる、と考えられました。
さらに小規模企業者については、税務代理人（税理士等）
による検査を導入すれば、社内における相互けん制要件を省
略することも可能になります。改正前は、相互けん制体制を
構築するために最低三人が必要であるとされ、特に従業員の
少ない小規模企業にとっては大きな負担となり、スキャナ保
存制度を活用する際の障壁となっていました。改正後は、小
規模企業者の特例として、税理士にチェックしてもらうこと
で相互けん制体制は最低二名でもできるようになり、企業の
負担が軽減されます。

おわりに　

二つの新しい法の解説にふれ、マイナンバーカードや法人
番号の民間利用はビジネス創出に大きな広がりを見いだせる
こと、国税関係書類のスキャナ保存制度については、ますま
す書類の電子化が進むことが期待されました。
スキャナ保存制度に係る税制改正は、来る平成28年９月
30日以後に行う承認申請について適用されます。各企業での
社内規程整備と業務フローの見直しが速やかに行われ、今回
の法改正の目的である「社会全体の生産性の向上」が実現さ
せていくことを祈って止みません。
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改正による効果
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はじめに

近年のクラウド、モバイル、ソーシャル、ビッグデータ等
のテクノロジーの進展に伴い、文書情報マネジメントの世界
にも変化が起きていることを疑う人はもはやいるまい。しか
し一方で、その変化がどのようなもので、どんなところから
進んでいるのか、抽象論でなくその実態を捉えている人は実
はそう多くはないだろう。
筆者も全ての実態を把握しきれているわけではないが、担
当している製造業のお客様を中心に、今、現場で起きている
変化をここで伝え、皆様と共有したい。

クラウドサービスの種類

本題に入る前に、今さら人には聞けない、という人のため
に、簡単にクラウドサービスの種類について触れておきたい。
クラウドサービスは、他社が所有／管理し、社外に設置さ
れたサーバやネットワークなどのインフラ、OSやミドルウェ
アなどのプラットフォーム、業務アプリケーションなどのソ
フトウェアを含む情報システムを、ネットワーク経由で利用
するサービスである。
クラウドサービスには、大きく３つのサービス形態がある。
サーバやネットワークなどのインフラを提供する「IaaS
（Infrastrusture as a Service）」、インフラに加えてその上
で動作するOS・Webサーバ・DBサーバなどのミドルウェア、
Javaなどのランタイムといったプラットフォームを提供す
る「PaaS（Platform as a Service）」、インフラとプラット
フォームに加え、さらにその上で動作するソフトウェアまで
を提供する「SaaS（Software as a Service）」である。ユー
ザーは用途によってこれらを使い分けることができる。たと
えば、自社で開発した独自の業務アプリケーションを使いた
い場合、アプリケーションが対応するOSを選択したり、OS

上でいろいろな設定ができるIaaSを利用することになる。
また、クラウドサービスの利用者の違いによっても、「プ
ライベートクラウド」と「パブリッククラウド」の２種類の
形態に分かれる。自社で占有的にサービスを利用できるプラ
イベートクラウドは、自由度は高くなるがコストの負担は比
較的高くなる。一方で不特定多数の利用者が広くサービスを
利用するパブリッククラウドでは、利用できる機能は事業者
が提供するサービスに限定されるが、複数の利用者で設備を
共有するため比較的コストが安く済むという違いがある。
いずれにしても、クラウドサービスは、最新技術がいち早
く適用され、世界中どこからでも場所を問わずにアクセスで
き、これからの時代に欠かせないモバイルやグローバルにも
容易に対応可能となっているだけでなく、社内からサーバ機
器を減らし、その導入や運用管理にかかるコストと時間や人
員を削減してくれる利便性の高いサービスである。

クラウドサービスの利用状況　

平成26年版の情報通信白書によると、一部でもクラウド
サービスを利用していると回答した企業の割合は33.1％であ
り、平成24年末の28.2％から4.9ポイント上昇している（図２）。

富士ゼロックス株式会社
マーケティング部

マーケティング企画室

　　宮
みや

島
じま

 俊
しゅん

司
じ

図１　クラウドサービスの３つの形態
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資本金規模別に利用状況をみると、資本金50億円以上企業で
は５割を超えており（図３）、大企業からクラウド活用が進
んできている状況がわかる。

文書情報マネジメントとクラウドサービス

では、文書情報マネジメントの世界におけるクラウドの状
況はどのようになっているであろうか。まず、ECM（Enter-
preise Content Management）やEDMS（Enterprise 
Document Management System）領域におけるクラウド
サービスの現状について見ていく。
大手ECMメーカーが４年ほど前にクラウド型ECMの提供
を開始したのを皮切りに、複数のECMメーカーがクラウド
対応を進めている。ECMのクラウド対応を見る際に、ECM
がそもそもどのような形で企業に導入されているかに着目す
る必要がある。ECMはミドルウェアのようなソフトウェア
であり、企業に導入される際には、何らかの業務用途への適
用・カスタマイズがされるケースがほとんどである。また、
ECMは企業の最終成果物・証拠文書である重要な文書情報

や記録を格納するケースが多い。したがって、個別対応やセ
キュリティへの要望が高く、かつ重要文書が多いがために
DBを外部に置くことに抵抗感が残るがゆえに、不特定多数
のユーザーが利用する一般的なSaaS活用は進みにくいと考
えられる。
以上からECMは、SaaSでの活用が急激に進むとは考えに
くく、IaaSの活用がIaaS市場の伸びとあわせて進行していく
ものと見られる。
IaaS型ECMでは、最近では図５のようにサービス利用の
選択肢が提供されてきている。
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図２　国内におけるクラウドサービスの利用状況

図３　クラウドサービスの利用状況（資本金規模別） 図４　クラウドサービスの利用状況（産業別）

図５　ECMクラウドの２つの提供形態
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ホスティング型では、従来のオンプレミスのサーバ部分を
IaaSに置き換える以外は、オンプレミスと同様の導入形態と
なっている。サーバ管理のわずらわしい部分のみアウトソー
スでき、カスタマイズした自社ソフトを自社固有の領域で使
える点で、クラウド移行への心理的抵抗感が少なく、現在
ECM領域でのIaaS活用は大多数になっていると言えよう。
一方、従量課金型のサービスも用意されている。これは、
ソフトウェアの購入や保守料金が月額課金に変わるという仕
組みだが、企業個別の利用であるため月額費用に割安感があ
まり出ないのと、頻繁なシステム拡張等の変更も想定されな
いため、メリットが出にくく、現在ではそれほど多くの利用
には至っていないものと見ている。
では、文書情報マネジメント領域のSaaSに関してはどの
ような状況であろうか。ソフトウェアのカテゴリー別に
SaaS活用度を調査したある調査資料によると、最もクラウ
ド活用率が高い分野が「メールサーバ・グループウェア」で
あり、２位が「勤怠管理システム」、３位が「顧客管理シス
テム」、４位が「Web会議」となっており、５位に「文書管
理ツール」とくる。文書管理のSaaS活用率も決して低くな
いことが伺える。ただし、文書管理ツールの活用の中身を見
てみると、取引先などの外部企業との文書共有が中心で、紙
文書の送付の手間や送付にかかる時間を削減できることから、
利用が拡大しているとされていて、社内で発生する文書情報
の共有や重要な記録類の管理といった面でのSaaS型文書管
理サービスの活用が進んでいるとはあまり考えられていない。
以上から、文書情報マネジメント領域におけるクラウド
サービスの活用は、以下の２つの領域で異なる活用が進んで
いることがわかる（表１）。

製造業におけるクラウド活用状況

①設計・開発部門
それでは次に、製造業の特にモノづくり領域での文書情報
マネジメントにまつわるクラウド活用状況について見てみよ
う。モノづくり領域における文書情報の代表例は何と言って

も図面を中心とした技術文書である。技術文書の管理にクラ
ウドがどのように活用されているかを確認してみる。
まずは、設計・開発部門である。設計・開発部門は、従来
よりフロントローディング１実現に向け、設計初期段階から、
サプライチェーン全体での図面を含む技術情報（2D／3D／
関連図書）の共有・活用を進めてきた。開発期間の短縮や設
計変更への対応におけるミスの低減、開発コストの低減を目
指す試みだ。昨今では、大手企業を中心に、海外拠点を含む
関連部門間での電子的な技術情報の共有はおおむね進んでき
たといえよう。
ここでのクラウド活用は、前述したECMやEDMS領域の
傾向が当てはまる。つまり、設計・開発領域での技術情報は、
機密性が高くかつ版管理を含め、成果物としての正確性が重
要となるため、厳格な管理が求められる。また図面管理／技
術情報管理システムは、多くの場合、製品情報管理や部品構
成表といった開発の基幹システムと連携させるために個別開
発しているケースが多いため、クラウド活用はIaaSが中心と
なっている。大手企業を中心にプライベートクラウド環境へ
のシステム構築の案件などは数年前から進んできており、こ
の流れは今後も続いて行くと見られる。また、自社でプライ
ベートクラウドを持たない中堅大手や中堅企業の中でも、
Amazon Web ServiceなどのIaaS上に自社の図面管理シス
テムを構築するケースが増えてきており、このようなニーズ
に対応すべく、当社でも昨年よりホスティング型の図面管理
システムを提供開始している。

②製造・生産管理部門
一方、設計･開発の後工程である製造部門や生産管理部門
における技術情報のクラウド活用はどのようになっているで
あろうか。製造部門や生産管理部門では、生産指示や受発注
の関連情報として図面や技術情報が活用されるケースが多い。
社内他拠点の製造工場や、社外の取引先との情報のやり取り
がそれだ。
このような他拠点や取引先との情報共有においては、技術
情報のやり取りはこれまで、紙の状態で社内のメール便や宅
配便等が活用されてきた。これは、クラウドサービスなどの
最新のIT技術への認知・認識不足や大切な技術情報を電子

１　フロントトローディング：設計初期の段階に負荷をかけ（ローディング）、作業を
前倒しで進めること。

用　途 利用されるクラウドサービスの種類
重要文書管理（ECM/EDMS） IaaS
ファイル共有サービス SaaS

表１　文書情報マネジメント領域における用途別クラウドサービス
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化してクラウドに置くことへのセキュリティ上の懸念があっ
たほか、クラウドサービス側も大容量への対応が不十分だっ
たことも、電子化を遅らせる要因だったと言えよう。
ところが、最近では中堅･中小の製造業で、クラウドサー
ビスを活用した図面共有が広がっている。具体的な製造業で
のクラウド活用事例を見てみよう。

Case1：Ｓ社（自動車部品の開発・製造・販売会社）
Ｓ社では、これまで自動車部品の設計図を外注先に発注す
る際、CADデータをメールに添付し受け渡しをしていた。
しかし、CADデータ製作専用PCは、ネットワークにつながっ
ておらず、メール機能が使えないため、外注先とCADデー
タを受け渡しする際は、ネットワークにつながっているPC
へデータを移し、移行したPCからメール送信を行っていた。
そのため、データのやりとりに多大な工数がかかっていた。
また、CADデータは容量が大きいため、メール添付で一度
に送信することができず、何通かに分割して送信しなければ
ならなかった。加えて、大容量データを添付するため、メー
ルサーバの負荷も大きい、という問題を抱えていた。
クラウドサービスを利用することで、上記の問題が解決し、
作業工数が削減、リアルタイムでのデータ確認が可能になった。
また、メールサーバの負荷軽減も同時に実現できた。

（導入効果）
●大容量ファイルも一度で格納でき、工数を削減できた。

● クラウドサービスにファイルを格納し、URLをメールで通知
すれば、外注先はすぐにファイル一式をダウンロードできる
ため、版管理が容易になった。

● ファイルをメールでやりとりすることがなくなったため、メール
サーバーに負荷がかからなくなった。

Case2： Ｄ工業（半導体や液晶パネルの製造装置の部品
製造、材料調達、完成品製造） 

Ｄ工業では、大量の規格品の製造依頼が減り、以前受注し
たときと少しだけ仕様が違う製造物を少量ずつといったいわ
ゆる多品種超小ロットの製造依頼が増えていたが、お客様の
要望に応えるために、これらを低価格・短納期・高品質で実
現することを目指していた。
そのため、毎日、製造指示のための図面と注文書を宅配便
で30～ 40ある協力会社に送付していたが、図面と注文書を
製番どおりに取り揃える工数や、印刷・紙にかかる費用、宅

配便代などに負荷がかかっていた。図面変更も頻発していた
ため、最新図面管理が困難だった。
案件ごとの図面や指示書を１台のプリンターで出力し、本
社製造部門へ配布、別の工場へ社内便を利用した配送、協力
会社へ宅配便を利用した配送を行うため、それぞれのパッキ
ングを手作業で行っていた。この作業には５～ 10人の担当
者があたっており、毎日約2,500件の指示書とそれに付随す
るさまざまな書類を扱っていたため、送付内容の間違いなど
がおこることもしばしばでミスを防ぐ仕組み・体制の構築も
不十分であった。
D工業はクラウドサービスで、宅配便で送付していた注文
書と図面をすぐに共有する仕組みを構築した。これにより、
上記問題が解決した。主な効果は下記の通り。

（導入効果）
●  図面を紙に出力するためにかかっていた工数と費用の削減
できた。

●図面の郵送費が削減できた。

●  協業会社が従来より１日早く図面や発注情報を入手でき、
１日早く作業に取り組めるようになった（納期短縮）。

Case3：Ａ技研（工業用ゴム製品の設計・製造・加工） 
Ａ技研では、見積依頼や発注書、作業指示書や設計図面と
いった重要文書のファクス受信業務に課題があった。工場長
は製造現場での業務や外出も多く、受信したファクスをすぐ
に確認できないことが多い。担当者との情報共有や作業指示、
時には受信自体の見落としにより顧客への対応が遅れるとい
うケースに加え、顧客の業種によっては各種書類を案件終了
後も５～ 11年ほど保管する義務があるため、ファイリング
する手間や書類の保管スペースにも困っていた。
このような長年の課題を抱えながら、工場移転と複合機の
買い換えをきっかけにクラウドサービスを導入。ファクス受
信した文書をクラウドサービスに自動でアップロードし、文
書が登録されると予め設定した宛先にお知らせするメール通
知機能を設定、さまざまな端末からいつでもどこでも、クラ
ウドサービスに格納された文書にアクセスできる環境を整え、
利用を開始した。

（導入効果）
● メール通知機能の活用により、どこにいても受信に気づき、
すぐに資料を確認することが可能になった。見落としがなくな
るだけでなく、顧客への対応スピードも平均で15分短縮した。
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●  打ち合わせ中にiPad上で資料を見せながら作業担当者への
情報共有や説明ができる。

今後は、紙出力をして長期保管していた重要文書も段階的
に電子化を進め、省スペース化を図っていきたい意向だ。高
温多湿で汚れやすく、灰などが発生する製造現場においても、
タブレット端末が安定的に稼働することが確認できれば、さ
らに活用して業務改善を図っていきたいという構想を持って
いる。

Case4：Ｆ精機（食品加工設備の開発・製造・販売）
協力会社への製造依頼の際に、図面提供する30社程度に対
し、メール／FAX／電話で図面や技術情報を提供していた。
４種類のCADから図面を探すため、設計者本人でないとわ
からないケースがあったり、協力会社や取引先ごとに図面
データのフォーマットを変換したりするなどの手間と時間が
かかっていた。また、メールでのやり取りのため、授受記録
管理も十分ではなかった。
そのため、出張等で設計者不在の場合は、必要とするデー
タが探し出せず、結果として異なる図面送付による誤発注や
納期遅延などが発生していた。
クラウドを活用したセキュアな図面の共有により、協力会
社他取引先が使える図面をクラウドサービスへアップロード
することで、瞬時の情報伝達、協力会社への自動メール通知、
ログ管理による正確な授受管理が可能になった。これにより、
受注から生産までの付帯業務の削減や部品調達のQCDが向
上した。

（導入効果）
●受注から生産までの付帯業務の削減できた。

●  協力会社（お客様）へのレスポンスが向上し、納期が短縮
できた。

●  セキュアなデータ提供とログ管理により、正確な授受管理
が実現できた。

●誤発注もなくなり、生産納期短縮も実現できた。

まとめ

４つのケースをまとめると表２の通りとなる。
このように製造業では、日々のお客様からの受注や協力会
社への発注業務で、紙やFAXを活用した文書情報にまつわ
る業務を、業務の流れを大きく変えずにクラウドサービスに
移行させ、品質向上やスピードアップなどの業務改善を果た
しつつあることがわかった。ある調査によると、2020年には、
企業のクラウド活用率が54％になるとの予測結果もある。こ
のような動きは今後も広まっていくことが予想されよう。
設計･開発あるいは製造･生産管理部門が、それぞれ用途に
あったクラウドサービスを活用することで、モノづくりにか
かわる “技術” や “ノウハウ” が時間や場所に依存せず共有
され、それがモノづくりの品質向上やスピードアップをもた
らし、ひいては日本の製造業全体の競争力強化につながるこ
とを期待する。

対象業務（対象文書） 導入前 導入後

Case 1
取引先への発注業務
（CADデータ）

　 CADデータのメール添付による業務負荷大
　 メールサーバ負荷大

　 作業工数削減
　 リアルタイムでの情報共有
　 メールサーバー負荷低減

Case 2
協力会社への発注業務
（注文書・図面）

　 図面と注文書を取り揃える工数負荷大
　 印刷・紙や宅配にかかるコスト発生
　 ミスの発生

　 工数・費用の削減
　 スピードアップとCS向上

Case 3
顧客からの受注業務
（見積依頼書、発注書、
作業指示書、設計図面） 

　 受注状況を瞬時に確認できない
　 受信文書の見落としによる顧客対応の遅れ
　 ファイリング工数負荷

　 どこにいても瞬時にモレなく確認できる
　 顧客への対応スピードアップ

Case 4

協力会社への製造依頼業務
（図面や技術情報）

　 技術情報配布に伴う工数負荷大
　 授受管理が不十分
　 誤発注や納期遅延発生

　 問い合わせや付帯業務削減
　 授受管理
　 誤発注削減
　 生産納期短縮

表２　製造業各社によるクラウド利用効果
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昨年11月ISO/TC171/SC1事務局は、統合文書管理規格
（ISO19475）の「管理システムに取り込む要件 “Capturing”
（Part1）」と「真正性と見読性を担保しながら保存する要件
“Storing”（Part2）」が正式に委員会提案されたと関連国に
報告した。
ISOに策定されるまでには、この統合文書管理規格を検討

する委員会（ISO/TC171/SC1/WG9）を開催し、CD投票時
に提案された案の検討を経て、２回目の案を作成・提案する
ことが義務付けられている。Part1とPart2はそれぞれこの
決定に従って修正され、2016年５月中旬に予定されている
全体会議（ISO/TC171/SC）の中で開催されるWG（ISO/
TC171/SC1/WG9）で、これら修正した２つの規格をDIS投
票に登録することを目指す。
今回、CD投票された案の修正方法を検討すべく、２月３

日から３日間の日程で英国規格協会での会議に参加したので
概要を報告したい。

CDコメントの審議
前述したように会議は、統合文書管理規格（ISO19475-

Part1・Part2）のCD案に対する投票コメントの処置を完成
することにあった。参加国は英国、米国、日本の３ヶ国であ
る。投票コメントは全て審議され、以降、改定案（２回目の
CD案）を作成し、３月末までに登録国（エキスパート）に
回覧することで決定した。

１）Part1“Capturing”コメントの審議

当初よりPart1とPart2に共通する問題として、オースト

ラリアなどからスコープに関するコメントが寄せられていた。
今回この件に関して論点を整理し集中的に審議を行った。

 論点１：この要件を、文書管理をするうえで「唯一の手法」
（minimum requirements）とするのか。
結論１：唯一とはせず、「厳選した最低限の要件」とする。
 論点２：目的が「確実性（authenticity）と見読性（read-
ability）の確保」となっているが、ISO15489（記録管理
規格）では真正な記録の特性は「確実性、信頼性、完全性、
ユーザビリティ」と示されており、なかでも完全性、ユー
ザビリティが重要ではないのか。
 結論２：これまで、日本の国税書類を保存する時の要件、
真正性（真実性）と見読性をベースとしていたが、確実
性と完全性が基本との考え方が主流であるとの判断から、
確実性（authenticity）と見読性（readability）を確実性
（authenticity）と完全性（integrity）に変更する。
論点３：ドキュメントかドキュメントインフォメーションか。

ISO/TC171/SC1/WG9　国際会議

統合文書管理規格の修正事項

規格案はNWI（ニュー・ワーク・アイテム）、WD（ワーキングドラフト）、CD（コミッティ・ドラフト）、DIS（ドラフト・インターナショナル・スタンダード）、FIDIS（ファイナル・
ドラフト・インターナショナル・スタンダード）の順に各段階で審議し、最終的にIS（インターナショナル・スタンダード）となる。

はじめに

　

標準化委員会　副委員長　臼
うす

井
い

 信
のぶ

昭
あき

じっくり検討するアラン・シップマン議長
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統合文書管理規格の修正事項

 結論４：本規格では、原則としてinformationを使う。明
らかに紙文書を意味する場合にはdocumentのままとする。
Informationはボーンデジタル、データベースなども含む。

また、オーストラリアからコメントされている「タイトル
から“storage（保管）”を削除し,“electronic（電子的）”
または“digital（デジタル）”を追加すべきである」とのコ
メントは５月のベルギー会議で審議することとなった。
また議長から、本規格のサブタイトルとして “minimum 

requirements for storage of information（情報記録の最低
限の条件）” とする提案があり、了承された。
Part1 “Capturing” におけるその他の審議結果は次の通り

である。
ａ） 用語 “appraisal（評価）” はISO 15489での意味とは
若干異なるため、“appraisal” という用語を使わずに
文章で説明することとする。

ｂ） “scanning（スキャニング）” の定義を「文書のイメー
ジをデジタル形式に変換するオペレーション」とする。

ｃ） 「分類」と「リテンションスケジュール」との関係を
明確にする。

ｄ） 「リテンションスケジュール」と「運用属性」を分ける。
ｅ） DIS案を作成するにあたり、ISO15489は参照するに
とどめ、「経営・情報の管理部門から与えられる情報」
を主として表現することにした。

ｆ） 米国がアプリケーションによる業務統制の意識が強い
ため、EDMS （Electronic Document Management 
System）をベースにしているよう表現する。

ｇ） 真正性の確認については、業務の中で情報を受け取る
“Capture（システムへの取り込み）” の際に、確保（承

認）することとする。“Capture” のプロセスとして
承認作業が入っていることに違和感がある委員がい
るので、それを回避する。

２）Part2“Storing”コメント審議

Part1と共通する点は前述の通りのため、Part2固有の問
題に絞った審議を行った。主な審議結果は次の通りである。

 結論１：これまでISO/TC46/SC11（記録管理の委員会）
が策定した規格（ISO15489, ISO23081など）の利用者が、
ネットワークストレージ（クラウド）、アウトソーシング、
自社内での情報運用でも文書管理の品質を維持できるよ
うにする。
 結論２：用語 “meta data（メタデータ）” の使い方や範囲
を明確にする。

なお、以下のコメントについては、５月のベルギー会議で
審議することとなった。
ａ） ドキュメントの保管に必要なプロセスを明確化する。
これに対して日本からは、運用するための情報の取
り扱いを「ストレージポリシー、運用ログ（記録）」
と表現したいと提案した。「保存のポリシー」という
言い方で提案されているが、データ実体を取り扱う
ことに関しては名称を与えて定義したい。

ｂ） ストレージの技術要件は何か。手順要件まで記述する
か否かを明確にする。

Part3“Disposal”の審議
ISO19475には、先行するPart1, Part2のほかに「価値とリ
スクを勘案しながら文書を処分する “Disposal”」のPart3が
ある。その整合性を審議する議論も行われた。
その結果、Part1・Part2に書かれているDisposalに関する
記述はPart3に移行することとなった。また Disposalは単に
廃棄だけを意味するものではないことも確認し合った。

今後の見通し
2016年５月にはベルギーで全体会議（Plenary）とWG

（ISO/TC171/SC1/WG9）が開かれる予定で、引き続き統合
文書管理規格の細かい要件を詰めていくこととなっている。

日本案を説明するJIIMA標準化委員会木村道弘委員長（左）と伊藤泰樹副委員長（右）
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文書情報管理士

文書情報マネージャー

合格・認定
おめでとう

丸善雄松堂株式会社
ライブラリー営業推進部　営業グループ長

株式会社ワイ・シー・シー・データエントリー
アウトソーシングビジネス事業部

株式会社セブンシーズ・パートナーズ
CTO

① 文書情報管理士が必須要件だった入札案件があり、この資格を知
りました。

② １～２級の時は、入札要件で資格が必要だったため受験を行いまし
たが、上級試験では自己研鑽を目的に受験を行いました。
③ 約30時間。
④ 受験対策セミナーの内容をひと通り、目を通しました。そのうえで、
不得意な部分だった文書情報管理士テキスト上級編に掲載されて
いる部分と、マイクロフィルムの部分を中心に、反復学習を行いま
した。

⑤はい（東京会場）

① 会社からの紹介で知りました。
② 業務として文書の電子化に力をいれていたことがきっかけで２級、
１級を受験。上級は力試しのつもりで受験しました。

③ 約70時間。
④ プロジェクトマネジメントを中心に勉強しました。日常業務の中で
当たり前のように行っていることであっても、論理的に理解しよう
となるとするのは難しく、理解出来たと思えるまでには時間がかか
りました。
⑤はい（東京会場）

① AIIMやPDFアソシエーションが情報収集の場でしたが帳票ソフト
ウエアベンダー勤務時代にeドキュメントジャパンにてJIIMAの存
在を知り、活動の一環として資格認定試験があることを知りました。

② 米国のみならず欧州での入札要件に文書管理、PDFの規格準拠
が当たり前になっている状況はいずれ日本にも波及すると思い、専
門性獲得の証明として受験することにしました。

③ 約15時間。
④ 法制度、JIS規格など、実務に直接的に関連しない分野を中心に
勉強しました。苦手分野としてはやはりマイクロフィルム関連です。
実務も経験がないためにイメージすることが困難でした。

⑤はい（東京会場）

① 文書情報管理士検定試験はどこでお知りになりましたか？
②受験の動機は？（受験のきっかけ）
③学習時間は？
④ どこに重点をおいて学習しましたか？
⑤ 受験対策セミナーは受けましたか？
⑥ コンピュータ試験は便利でしたか？
⑦受験した感想、改善して欲しい点。
⑧ 今後この資格をどのように活かしていきますか？

⑥ はい。受験日が自分で設定できるため、自分のスケジュールに合わ
せて試験学習に取り組むことができたことが大変便利でした。

⑦ 上級試験は、複数選択する設問が多数出題されていたため、その
設問部分については、慎重に解答するよう心掛けました。CBT方
式の受験ということで、受験後すぐに結果内容が分かり、苦手部
分の復習に繋げられました。
⑧ 図書館の資料やメタデータを取り扱う部署に所属しているので、
文書情報管理の観点から専門的な立場に立った構築や提案を行っ
ていきたいです。

⑥ はい。マークのズレを気にする、消してマークし直すといったこと
が不要となり、内容に集中できました。

⑦ 応用力が問われる設問もいくつかありました。２級、１級と比較し、
出題範囲が広がっただけではなく、参考書に書かれている内容を
より深く理解することが求められていると感じました。特にDMS
ではそれが顕著であったように思います。

⑧ 単に「資格」としてではなく、社内文書の管理など、日常の業務を進
める中での知識としても活かしていけると感じています。今後はよ
り広範な知識の取得と実践に努めたいと考えています。

⑥ はい。IT関連の資格試験はこのような形態が一般的で慣れ親しん
でいるため、緊張することなく受験でき、また日程が自由に選択
できるところから勉強との兼ね合いがつきやすいです。

⑦ CBTになったことから、ある程度事前の準備を整えてから受験日
程を決めることができたので、当日の問題に適切に対応できたと
思います。

⑧ 今後、より文書全体のライフサイクル管理が重要な局面になって
いくと思われます。米国に比較してこの分野に投資する金額が圧
倒的に少ない日本ですが、さらに普及すべき活動を通して、啓発
を継続的に進めていこうと思っています。
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　JIIMAの人材教育として文書情報管理士検定と文書情報マネー

ジャー認定がある。文書情報管理士検定は初のCBT試験を昨

年12月～２月まで実施し256名が合格された。また文書情報マ

ネージャー認定は今年２月、10回目を数え、ユーザー企業の文

書管理に携わる方々を中心に文書情報マネジメントの知識を得

られた。

　今回無事、合格・認定された皆様から感想をお聞きしたので

紹介する。

文書情報管理士

上　級

上　級

１　級
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アイリスオーヤマ株式会社
財務部財務課　財務チーム

一般財団法人電力中央研究所
横須賀運営センター　スタッフ主任

株式会社リージェンシー・スティール・ジャパン
技術部

学校法人東京女学館
史料編纂室

NECマネジメントパートナー株式会社
開発支援サービス事業部　技術文書サービス部　マネージャー

① 書類電子化の管理方法や法律について検索していた際に、JIIMA
のホームページを見て知りました。

② 財務部門は非常に多くの紙文書を管理しているため、まずは文書
管理に関する基礎知識を身につけて今後の業務改善の役に立てら
れればと思い受講いたしました。

③ 訴訟時の対策、多すぎて整理されない情報(ビッグデータ)共有の
危険性、コンプライアンスなど２日間にわたって文書管理に関す
る様々な情報を教えていただきました。参加者の皆様とのワーク

① ㈱PFU主催の「実践!　e-文書法セミナー」に参加した際、配布資料
に“文書情報管理士”という文言を見つけて「こういう資格があるの
だなあ」と、その存在を知るに至り、早速ネット検索してJIIMAのホー
ムページを見つけて当該資格試験の存在を知りました。

② 以前所属していた部署において、国等との契約業務に従事した経
験から、紙媒体のファイリングに興味があったこと、また、現所属
部署にて、保管文書（紙媒体）の整理整頓に着手した時期でもあっ
たため、専門的な知見を習得して今後の文書整理に役立てたいと
考え受験しました。

③ 約30時間（１時間/日×30日）。
④ 受験対策セミナーにおいて講師が重点的に言及・指摘した内容を

① 所属する部署の上司から受験を勧められ、貴会のホームページを
拝見しました。

② 社内で発足された文書管理ルール策定プロジェクトの事務局を担当
することになり、文書管理における知識習得のために受験しました。

③ 約30時間。
④ 計算問題が苦手なため、重点的に学習しました。暗記問題は、自
分で穴埋め問題を作成し繰り返し解くことで、文章を頭に叩き込
むことができ、試験に活かすことができました。

⑤はい（大阪会場）
⑥ はい。タイムカウンタが表示されているので、時間配分が容易に

① 『情報管理』誌（Vol.57, No.3, 2014年6月号）で、JIIMAの論稿「経
営に求められる文書情報マネジメント」を見て。
② 学校史編纂には日常的な歴史資料の収集・分析が欠かせませんが、
こうした生産性の少ない組織に対する理解を、小規模な学校で得
ることは難しく、存続のためには、文書管理等でもっと経営に資
する形を模索する必要があり、本資格を受講しました。

③ 文書管理を推進するプロセスや体制作りを、具体的に理解するこ
とができました。特に、文書管理に関するコンセンサスをどの程度

① JIIMAのホームページで知りました。
② 社内で文書情報を取り扱う立場にあり、管理方法の専門的な知識
を習得するため。

③ それぞれの講師の方が文書情報マネジメントの基本、関連技術や文
書情報管理の進め方などを自身の経験を交えながら具体的例をあげ
て説明されていたので、とても分かりやすかった。具体例をあげての
説明は、自職場に置き換えて考える事ができ参考になりました。

① 文書情報マネージャー認定制度はどこでお知りになりましたか？
②受講の動機は？（受験のきっかけ）
③セミナー内容の感想
④今後この資格をどのように活かしていきますか？
⑤ 文書情報管理について、もっと知りたい、学習したいことは何ですか？

ショップではそれぞれの客観的な意見や現状行っている文書管理
などもお伺いすることができて、とても有意義な時間でした。

④ 今回の経験を踏まえて効率的な文書管理方法や災害時などの危機
管理について周囲に共有し、社内業務改善や各自の文書管理に対
する意識の向上につなげたいと思います。

⑤・文書の電子化に関する申請方法やリスクの確認
　・海外の文書電子化の動向

自分なりのノートに纏めて、これを教材として学習しました。但し、
マイクロフィルムに関しては、実物を見る機会が殆どなく、また取
り扱い経験も皆無であったため、イメージを掴み難い点があり、
少し時間をかけて学習しました。

⑤はい（東京会場）
⑥ はい。自宅から片道30分圏内で受験できたことです。
⑦ CBT方式となった最初の試験でしたが、特段の不具合もなく受験す
ることが出来て安心しました。

⑧ 上級となる1級の資格取得を目指そうと思います。並行して、別途取
得した「文書情報マネージャー」の知識も活用して、自社にとって最
適な文書管理システムの検討や選定に役立てたいと思います。

行えたことと、見直したい問題にチェックを入れることができたの
で、自分のペースで解くことができました。

⑦ 初めて参考書に目を通したときは、どこから手を付ければよいの
か…と不安になりましたが、受験対策セミナーに参加したこともあ
り、思ったほど難しいものではありませんでした。改善してほしい
点は、申込みから支払いまでの期間が短いため、社内の経理の関
係上、申し込みのタイミングが難しい点です。

⑧ 文書管理のプロフェッショナルとして、社内の文書管理システムの
構築に役立てたい。また、さらなるレベルアップに向けて、１級合
格を目指したいと思います。

まで必要とするかについての説明は、大変参考になりました。
④ ⑴学校史編纂の立場から文書管理規程の改訂に関与し、必要な
歴史資料が確実に移管される仕組みの構築。⑵文書管理に疎い
教員に、文書管理の助言・指導をし、史料編纂室が学校経営に資
することを証明。

⑤・文書管理規程整備のポイント
　・文書管理と社史編纂（学校史編纂）の接続方法
　・文書管理を求められる側（文書情報マネージャーの部下）の具体的な資質

④ 文書情報管理は、安全かつ効率的な運用を維持していく仕組みづ
くりが大切だと思いますので、今回学んだことを仕組みづくりに活
かしていきたいと思います。

⑤・ 文書情報マネジメントの進め方（調査、課題整理、分類方法な
どの実践的な知識）

　・文書情報管理に関連する法律
　・ 真正性の向上技術
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コンピテンシーを活かした
富士ゼロックスの
社会貢献の取り組み
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はじめに

連載第１回目では富士ゼロックスのCSR経営の考え方や
仕組み、取引先領域でのCSR調達の活動及び環境領域におけ
る環境や社会と調和した持続可能な用紙調達の取り組み等に
ついて取り上げた。第２回目では、当社の地域社会に対する
考え方及びコンピテンシーを活かした社会貢献活動の事例に
ついて紹介する。

地域社会に対する考え方

当社のバリューチェーンの各機能を管掌・担当する役員を
メンバーとするCSR会議での経営層による議論を経て、「コ
ミュニケーションを本業とする富士ゼロックスらしい顔の見
える社会貢献」を強化することを決定した。企業理念の一つ
である「世界の相互信頼と文化の発展への貢献」に基づき、「将

来世代の人材育成」及び「希少な文化や情報の伝承」の二つ
を社会貢献の重点テーマとしたのだ。両テーマとも当社の技
術・商品を活用した社会貢献を実現するものであり、具体的
には「将来世代の人材育成」領域では「新興国における教材
提供」活動を、「希少な文化や情報の伝承」領域では「伝統
文書の複製と活用」活動を展開している。また、東日本大震
災で顕在化した社会課題に対しても、本業を通じた貢献を目
指して活動を続けている（図１）。
以下では「新興国における教材提供」活動と「伝統文書の
複製と活用」活動についてそれぞれ紹介する。

「新興国における教材提供」活動

アジアの新興国では、児童が小学校に通えなかったり、初
等教育の修了率が低かったりという国が、まだ複数ある。本
活動は、富士ゼロックスが事業拡大を進めるアジア・パシ
フィックにおいて、初等教育を満足に受けられない児童に対
し、企業やNGO、地域コミュニティが連携して児童に教材
を届け、未来を支える人材の育成に貢献することを目的とし
ている。
本プロジェクトの特徴は、他団体との連携だ。当社が単独
で行うには、内容的にも量的にも限界がある。そこで、共通
の想いを持った企業や団体と連携し、それぞれの得意分野で
協力してもらうことで、より多くの教材を、より多くの児童
に届ける仕組みを構築しようとしている。
具体的には、現地NGOが配布対象者の特定やニーズの把
握を行い、教材のコンテンツは出版社等の協力を得、印刷は
当社のオンデマンドプリントで行う。また、現地の協賛社に
フィナンシャルスポンサーとなってもらい、長期的な配布拡図１　社会貢献全体の概要
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近年「企業の社会的責任（CSR）」というキーワードが普及して久しい。
CSRとは、Corporate Social Responsibilityの略語であり、その関心の高まりの背景として、頻繁に起こ
る企業の不祥事・企業活動のグローバル化・規制緩和の進展・環境問題の深刻化等があげられる。JIIMA活動
においても関係の深い問題である。
今回CSRを「経営」という観点から、富士ゼロックス株式会社の取り組みを通じて、連載として取り上げる。
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災害緊急支援

情報の変換 /伝達 /
共有を通じ、
社会の発展に貢献

1 将来世代の人材育成
2 希少な文化や情報の伝承

・重要情報の保護 /管理 /
　活用
・地域の対話と共創の促進

各国・地域の
社会課題への
貢献

全社の重点テーマに
基づく貢献

震災から学んだ
社会課題への貢献

事業を通じた
価値提供

本業を通じた
活動による貢献
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大をねらう。
本プロジェクトの目標は、2014年から2023年までの10年
間で、10万人の児童に教材を配布すること。また、一人の児
童には、最大４冊の教材を継続して配布する。継続するのは
子ども達が勉強することを楽しいと感じ、逆境にあっても学
び続ける意志を持ち続けることが重要と考えるからだ。その
ための工夫を試行錯誤ながら行っている。例えば、教材その
ものは、教材制作のプロから無償提供していただくことを基
本とし、配布先の子どもたちのニーズに合っているか検証し
たうえで決めている。さらに、配布時には、当社や協力いた
だいている企業の従業員がボランティアとして参加し、子ど
もたちと触れ合う時間を作っている。
これまでに、2014年にフィリピンで、2015年にはミャン
マーとタイで、これまでに合計約2500冊のワークブックを
配布した。フィリピンとミャンマーの教材は、学研ホールディ
ングスが無償提供してくれた。内容は、英語のアルファベッ
トを書いたり、算数では一桁の計算をしたり、パズルのよう

な知育クイズもある。タイでは、配布先の選択や配布そのも
のを協力していただいたNGOであるCCF（Community 
Children Foundation）が教材を制作した。
今後は、配布した児童の学習の進捗を継続してモニタリン
グし、２冊目以降の配布を定期的に行う予定だ。また、前述
の３カ国に加え、新たに展開する国も徐々に拡大する。本活
動が各国の販売会社で定着した活動となるよう、さらに推進
を強める。

「伝統文書の複製と活用」活動

富士ゼロックス最新技術を用い、伝統文書の複製・復元・

活用の活動により

　失われつつあるかけがいのない文化の発掘
　開示されていない伝統文書の公開
　先人の教え・知恵・技・思いや気持ちの伝承

を通じて、時を超えた価値あるコミュニケーションを

推進し、文化の伝承に貢献する。

これが当社の文化伝承活動の基本的方針である。
本活動は、伝統文書の複製を贈呈することにより、公開さ
れない貴重な伝統文書に一般の人がアクセスできるようにな
り、失われつつあるかけがえのない文化を次世代に伝承する
ことを目的としている。
2008年の活動開始当時から、地域に密着した社会貢献と
して活動しており、神社仏閣、老舗の和菓子屋、旧家、大学、
企業など多岐にわたり、これまでに200点以上の複製品を贈
呈している。
富士ゼロックスの「文化伝承活動」の主な特徴として、以

フィリピン（右）、ミャンマー
（下）で配布した教材に興味
を示す子ども達

図２　教材提供プロジェクトの目指す仕組み



CSRと経営 第２回

22 月刊 IM 2016-5月号

下の４点があげられる。
１．最新の自社技術を駆使
複製には自社の複合機を使用し、カラーマネジメント（色
再現）技術、特色トナー、特殊用紙への対応などの最新技術
を活用する。
２．原本の質感を忠実に再現
原本を観察し、徹底的に調査することによって得られた歴
史的背景や素材（和紙や糸）、顔料などの情報をもとに、和
紙の種類や手触り感などを原本に忠実に再現する。
３．多くの人々が活用
贈呈した複製品は、経年劣化が心配される原本の代わりに
研究用、公開展示用、教材などとして、多くの人々にさまざ
まな形で活用していただいている。
４．複製を超えた新たな価値提供
毎年、大学生向けのインターンシップを開催し、文化の研
究、複製の作成、提案書の作成などを通じて文化に触れても
らう機会を提供している。また、複製した古文書とデジタル

技術の融合による新たな価値の提供の検討も進めている。
今後さらに当社のコンピテンシーを活用し、「伝統文書の
複製と活用」活動を拡大することにより文化の伝承に貢献し
ていく。具体的には、当社のテリトリーであるアジア・パシ
フィックのエリアにおける活動展開をはかるとともに、国内
ではさらに伝統文書の複製をきっかけとした地域の活性化や
地域の児童教育の充実につなげることなどを目指していく。
日本における複製古文書の伝承活動については2015年６
月号で詳細を述べているので参照願いたい。

小学校での活用 地域の公民館での活用
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今回はスキャナの技術的な側面に焦点をあて解説します。ス
キャナによって異なる撮影方法、画像の再現に深くかかわる解
像力、そして保管スペースやネットワークなどでスムーズなや
り取りに便利な圧縮方法について述べます。

スキャナの種類

前回のスキャナの成り立ちのなかでも述べたとおり、スキャ
ナには用途によってたくさんの種類があります。印刷に特化し
た専門的なスキャナもありますが、私たちの業務に関わる紙を
スキャンするものとしては、大きく下記の二つに分かれます。

シートフィード型
固定された光センサーの前を原稿が通過することで読み取る
タイプ

フラットベッド型
ガラス面に原稿を固定し、光センサーで読み取るタイプ
フラットベッド型は、一枚一枚原稿を差し替えなければなり
ませんが、自動給紙装置（ADF）を取り付けることができれば、
その手間を省くことができます。

読み取り方法の違い

スキャンをする際、画像の取り込み方には以下の二つの方法
があります。

CCD（光学縮小方式：Charge Coupled Devices）
光源に蛍光白色ランプを使用し、複数のミラーとレンズで（合
わせレンズ）反射光を集約させ原稿からの光を撮像素子である
CCDセンサーに導くタイプのものです。
一般的に構造が複雑で、そのため装置も大きくなります。し
かし光路長が長いということで焦点深度が深く、原稿が原稿台
に密着していなくても焦点が合いやすいという利点があります。
白色光源によりRGB信号を同時に取り込むことができるた
め、高速なスキャンが可能になり、色ずれも起きにくいという
特長もあります。カラー原稿をモノクロで読み取る場合は、原
則的に読み取れない部分がなく、何らかのグレーが出力される
ことが保証されます。
光学的に高解像度を得やすい構造で、カラーフィルターを使
用していることもあり、高い色再現性を持ちます。

以前は白色ランプの明るさが安定するまでに時間がかかると
いう欠点がありましたが、最近では、白色の発光ダイオードな
どの使用で、待機時間の短縮や消費電力の節約ができるタイプ
に進化しました。

CIS（密着センサー方式：Contact Image Sensor） 
光源はRGB３色の発光ダイオードを使用したもので、RGB
それぞれを切り替えながら、ロッドレンズアレイ１を通して撮
像素子であるCMOSイメージセンサーに原稿からの光を届け
るタイプのものです。従来はRGB切り替えタイプが主でしたが、
現在では白色光を使うことも多くなりました。
RGBを切り替えるタイプになると、CCDよりも一般的にス
キャン速度が遅くなります。また焦点深度がCCDに比べて浅
いため原稿が密着していないと、色が急激に変わるような部分
ではその境界をとらえることができずボケたり、色のにじみが
生じることがあります（シャープネスの低下）。そのため、カラー
原稿をモノクロで読み取る場合は、RGBのどれか一つだけの
発光ダイオードを点灯させるため、読み取れない色（ドロップ
アウトカラー）が生じる可能性もあるので注意が必要です。
色再現性については、これまではCCDに劣るとされてきま
したが、RGB光源の分光特性がかなり改善されてきたため、
CCDタイプと変わらなくなってきました。
発光ダイオード利用のため、起動はほぼ瞬時にでき、省電力
で装置も小型で使い勝手が良いという特長があります。
 

解像度

解像度とは、画像の精細さを表す単位で、一般的にはドット・
パー・インチ（dpi）で表現されます。１インチ（25.4mm）四
方を格子状に分け、どの程度細かくするかを示したものです。
この格子が細かければ細かいほど解像度は高く、画像が滑らか
に再現されます。
解像度にも多様な解像度がありますが、スキャンする際に覚
えておく最低限のものは、スキャナ機器の持つ解像度と実際に
出力する際の出力解像力の２つです。

光学解像度
光学解像度は本来読み込むことができる解像度のことで、単

１　円筒形状のレンズ。複数を直線的に並べて撮像し、各レンズから得られる像を
重ね合わせて一つの像を形成する。
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に解像度と呼ぶことがほとんどです。スキャナの性能の判断材
料になります。この光学解像度より画質を良く疑似的に表現す
るためにソフトウエア的に補完することがあります。この画素
補間処理を行った場合の解像度を補間解像度と呼びます。

出力解像力
実際に画像として出力されるときの解像度を指します。ス
キャナは紙送り方向に対して紙文書を横にスキャンする主走査
方向、紙送り方向にセンサーを移動させることで生じる副走査
方向があります。この主走査方向と副走査方向の解像度は若干
異なることがあります。主走査方向に並んでいるセンサーの間
隔と同じように紙送りすることは困難で、主走査方向の解像度
と副走査方向の解像度を合わせるために、数学的な画素値の補
間を行います。これが出力解像度となります。

圧縮

圧縮は記録されている情報を保ったままファイルサイズを小
さくする技術です。ネットワーク社会、ビッグデータ時代とな
り、データの容量を極力抑えた保管管理体制が必要になってい
ます。しかし圧縮の仕方によっては、原本の再現性を欠くケー
スもあるため、利用や法的要件に合わせた圧縮形式で使い分け
る必要があります。

可逆圧縮
数学的な方法でデータをまとめたもので、圧縮したものを元
に戻した時、完全に元に戻すことができる圧縮形式です。

非可逆圧縮
人に感知されにくい部分を削って圧縮したもので、元に戻し
た時でも完全には元にもどりません。JPEGがあります。
JPEG2000は JPEGの後で開発され、国際規格化された圧縮
で基本的には非可逆圧縮です。JPEGよりも高圧縮、高品質な
画像圧縮が行え、ノイズも発生少なく、電子透かしなどが入れ
られるなどの特長があります。
圧縮の際に注意する点として、国税関係書類のスキャンがあ
ります。国税関係書類は「４ポイント文字が認識できること」

が要件のひとつとなっていますので、圧縮を解凍しても４ポイ
ント文字が認識できる画質が必要です。スキャナ評価用テスト
チャート（ISO12653-3）をスキャン時に撮影し、画質を担保
してください。

画像補正機能

最近のスキャナには、標準機能としてあらかじめ補正機能が
備わっているものが多くあります。
・傾き・向き補正機能 ・ムラ・輝度調整機能
・ごみ・傷の除去機能 ・とじ部・ページ見開き時のゆがみ補正
・色補正機能

スキャナメーカーの革新的な技術進歩により、これまで手作
業で調整しなければならなかった加工も短時間で済むようにな
りました。ただし改ざんしてはいけないものをスキャンする場
合は利用できないので注意が必要です。

ブックスキャナで行う補正
古文書など歴史的価値のあるものは、とじ部（背）を断裁して
スキャンすることができません。また大きく見開きにすること
にも困難なケースがあります。そこでブックスキャナを使った
補正技術を紹介します。
①  ブックスキャナの撮影台に本を90～ 120度開いて置きます。
上からガラスで押さえつけます。

②  セットされたデジカメ２台（必ずしもデジカメである必要
はありません）は
片ページずつ撮影
されるよう、垂直
にセットします。

③  撮影はとじ部の曲
がっている影部分
を含めないように
撮影します。

④  ブックスキャナの
機能（アファイン
変換）で平たい画
像に変換されます。
ここでのポイントはとじ部の影部分を含めないで撮影するこ
とです。とじ部の凹んでいる部分を一緒に撮影すると、凹んだ
部分が「特異点」となってしまい、平らな画像には変換できな
くなってしまいます。

次回はスキャン後の文字と画質の確保にふれます。

図１　同じA4サイズの原稿を150dpiと300dpiでスキャンした結果
出典：増補改訂e-文書法入門（JIIMA刊）

図２　ブックスキャナを利用した撮影

150dpiでスキャン／ファイルサイズ約6メガバイト
（A4サイズ／カラー／非圧縮）

300dpiでスキャン／ファイルサイズ約25メガバイト
（A4サイズ／カラー（RGB各256階調　／非圧縮）

 

デジタルカメラ デジタルカメラ

本を90度以上に開いて固定する
光沢を発生させない特殊ガラス
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前の回で警察には恨みを買っていたかもしれないと書い

たが、買っていたとしてもごく一部である。その土地を離れ

て35年になるが、今でも年賀状をくれる元警察官の方もいる。

恨みを買っているかもしれないというのは、こういうことだ。

白バイ２台が、交通違反をしたオートバイを住宅街で追い

回し、子供が白バイにはねられ、死亡する事故があった。最

初は、確か逃げているオートバイがひいたとの発表だったが

Ｍ紙は、ひいたのは白バイだったと書いた。

それで、所轄署がもう一度会見を開き、署長が、ひいたの

は白バイだが、逃げたオートバイの風圧に子供が巻き込まれ、

そこへ白バイがやって来たのだと言った。それを立証するた

めに科捜研だかに検証してもらっていると語った。

それから数日して、風邪をひいたので医者に行った。この

医者は警察医である。診察が終わった時に、事故の話をして、

「どう思いますか」と聞くと、「○○さん（署長）はあんなこ

と言っていますが、あれくらいの風圧で巻き込まれるなんて、

考えられませんね」と言う。それを聞いて、子供の家などで

取材し、「おかしい警察の言い分」というような記事を書いた。

科捜研だかの検証結果の発表もなく、事故は警察の責任とい

うことになった。

それからしばらくして、通信部から駐在所の警察官が、市

民に暴言を吐いたとかいう記事が送られてきた。デスクが、

本部長のコメントを聞いてこいという。

県警本部に行って、本部長にこういう記事が来ているのだ

けど、どう思いますかと切り出した。

すると本部長は烈火のごとく怒りだし「お宅の新聞は、こ

の間も白バイ事故のことを警察のせいにしたが、警察に恨み

でもあるのか。大体あの記事は誰が書いたのか知りたいもの

だ」と言う。

「あれは私です」と正直に伝えると、「貴様か、貴様が書い

たのか」と、テーブルを拳でどんどん叩き、前に置いた湯呑

み茶碗からお茶が飛び出しそうである。

取材にならず、支局に戻ると、意外にも本部長からデスク

に電話が入っており、警察官の暴言についてのコメントが取

れていた。「おまえにも宜しく伝えといてくれと言っていた

ぞ」とのことだった。

それから数日してなぜかアパートの電話にノイズが入る

ようになった。翌日もだ。それで、かかって来た電話に試し

に「これ盗聴されてるぞ」と言ったら、翌日からノイズは止

んだ。

休みの日に、近くのスナックに行き、そろそろ帰ろうとド

アを開けたら、二人乗りの車が近づいて来て、ドライバーが

「よー、いい気分だね」と言う。誰だろうと、よく見ると、

白バイ事故を起こした警察署のなじみの警察官だ。「あーつ、

どうも」と笑って答えた。

ここまでは、よもや警察が私に何かしているとは思わな

かった。確証はない。しかし今は疑しいと思っている。

ある時Ｙ紙の社長をしている２年後輩の記者にこんな話

を聞いた。彼は、同じ警察署管内で起きた事故で、事故後

24時間以上経って死んだ人の数が、交通事故死者数の統計

に載っていないことを書いた。そしてある夜、署に行くと、

親しい署員が「この間、家の近くの自販機で雑誌を買ってた

ろう」と話しかけてきた。なんでそんなことを知ってるのか

と尋ねると、「上の命令でいろいろあるから、気を付けた方

がいいぞ」と耳打ちしてくれたのだそうだ。

さすがにぞーっとしたらしいが、その署員には感謝したそ

うだ。

私の場合どうか分からないが、スナックの前で車に乗って

いた顔見知りの署員は、わざわざ私にそれとなく知らせてく

れたとも考えられる。

関東のある県で警察による某政党に対する盗聴がばれた

ことがあったので私への盗聴も簡単だろう。

後年、イギリス留学中に、アイルランドのテロリストが事件

を起こすと、電話にノイズが入った。韓国の役人の留学生は盗

聴されている電話にはノイズが入るものだと教えてくれた。

ただ、英国の場合は、盗聴していることを堂々と認めてい

るが事件に関係ないところは、使われない。

後にこの本部長は内閣なんとか官になり、やがて退職し

た。そして、官僚制を批判する本を書いた。

あのノイズが入った電話は何だったんだろうかと今でも

思う。

茂谷 知己（もたにともみ）
早稲田大商学部卒後、産経新聞東京本社に入社。政治部・経済部を経
て法務次長、知的財産管理センター上級専門委員を務める。定年退職
後は㈱WOW LIFEを設立。インターネットを利用した情報配信、新規
ビジネスをサポートしている。http://wowlife.info/index.html

コラム◆せいてんなれどとおがすみ 盗聴されていた !?

晴
天
なれど
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IM編集委員　ホームページを拝見するとメニューが豊富で、
県民に親しまれている文書館というイメージがありますね。
まずは開館までのお話を伺います。
埼玉県立文書館　昭和44年、この近くにありました県立図書
館が増築され、その増築部分を文書館として開設したのが始
まりです。ご存知のように当時埼玉県は都市化の波が進み、
特に古文書は散逸の危機にありました。
IM編集委員　それまでの公文書はどこで保存されていたの
でしょうか。
埼玉県立文書館　県庁の文書担当課の倉庫に保存されていま
した。その後、県議会の書庫を経て文書館へ移されました。
文書館は後日、図書館と文書館の性格が異なるという理由か
ら昭和50年に制定された埼玉県立文書館条例及び管理規則
施行を機に独立した機関となりました。この場所に新館が建
設され、開館したのは昭和58年のことです。
IM編集委員　開館時、文書の移管等は順調に行きましたか。
埼玉県立文書館　当時、我々の先輩が地道に目録などを整備
され、スムーズに行ったと聞いています。
IM編集委員　それ以降、着実に実績を積み上げて来られた
と思いますが、平成４年には地図センターを開設されましたね。
埼玉県立文書館　埼玉地理学会等を中心に古地図や、公文書
に含まれる地図・図面資料、航空写真等を公開する施設を新

たに建設してほしいという声があって誕生しました。収集し
た地図は整理・保存して、県民の皆様に利用していただいて
います。特に貴重な明治中期から昭和中期までの旧河川法に
よる河川台帳は、順次デジタル化もされています。平成22年
２月には地図教室などの事業が評価され、地図センターが日
本国際地図学会（現日本地図学会）の教育普及賞を受賞しま
した。現在約７万５千点の地図資料が収蔵されています。展
示活動も行っており、今年は２月28日まで「地図のひみつ　
ひみつの地図」と題して、江戸期の発禁図や世界図、戦時中
の軍事秘密図などを「ひみつ」というキーワードを通じて紹

重要文化財を県民の知的資源とする
　　 埼玉県立文書館

IM ナレッジコンテンツ委員会

委員　長
なが

井
い

　勉
つとむ

公文書管理シリーズ 第15弾

JR浦和駅から徒歩15分。埼玉県立文
もん

書
じょ

館
かん

は、全国4番目に開館し、３年後に

は半世紀の歴史を重ねる古い文書館で

ある。文書館のマスコット「もんじろう」

に温かく迎えられ、同館の栁澤智担当

部長と菅野孝浩主事にお話を伺った。

埼玉県のあらゆる地図が公開されている
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介しました。
IM編集委員　確か重要文化財に指定された行政文書もあり
ますよね？ 
埼玉県立文書館　明治初期から昭和22年までの公文書、
11,259点が指定されました。その中には戦後長い間、文書担
当課の部屋に雑然と置かれていたものがあり、昭和38年頃こ
れらに対し廃棄する声があったのですが、当時いらした行政
史の研究者の方が意見を述べ、また議会図書室担当の方の応
援もあり、議会の書庫に移され、運よく廃棄を免れたものも
あります。実は昭和23年に県庁が火災に見舞われ、庁舎内の
執務室にあった現用文書の多くが焼失しました。したがって
昭和20年前後の公文書は残念ながら残っていないものがあ
るのです。
IM編集委員　重要文化財に指定された理由は何でしょう？
埼玉県立文書館　年代・内容に隔たりが少なく、県の基本政
策や行政機構を知るうえで貴重であり、地域社会が近代化す
る過程を具体的に知ることができること、近代史や地方行政
史の研究に重要であり、これまで公開されてきたということ
で評価されました。
IM編集委員　では管理方法などを教えてください。
埼玉県立文書館　平成19年に電子公文書収集管理システム
の運用を開始しました。これは全庁的な運用です。決裁情報
がシステム上に残るという利便性があり、またシステムの中
で文書館に移行できるようになっています。ただ紙と電子情
報の整合性の確認や電子情報で収集されても公開などに対し
て未整理であったりと課題も残されています。しかし、管理
委任される年間約5,000件の公文書のデータが電子化されて
いるので便利です。したがって移管時の整理も非常にしやす
くなりました。公文書そのものが電子化されれば運用ももっ
としやすくなると思います。
IM編集委員　県庁から文書館へ公文書が渡るまでのフロー

を聞かせて下さい。
埼玉県立文書館　制度上、文書館に渡るものは第一種文書
（11年以上保存）が対象で、11年目になると県文書課を通じて
管理を委任され、永年保存文書として受け入れます。またそれ
とは別に保存期間10年以下の文書（第二～六種文書）は期限が
きて廃棄決定されると、当館の職員が歴史的価値の有無を調査
し選別して移管します。しかし平成26年度からは県庁各課所で
歴史公文書を決定するように決まり、それは第一種文書になる
ので、11年目になると自動的に管理委任されてきます。
IM編集委員　歴史公文書の区分を明確に各課所に伝える必
要がありますね。
埼玉県立文書館　そうです。埼玉県では、歴史公文書の区分
の基本方針を定め、また第一種文書に区分する際のガイドラ
インとして対象文書別に判断基準を決めました。これらを参
照して各課所の文書担当者に歴史公文書を保存するよう促し
ています。このように各課所の判断の下、自動的に管理委任
される流れができたということです。
IM編集委員　デジタル化、マイクロフィルム化の状況、ま
た検索システムについてお聞かせ下さい。
埼玉県立文書館　重要文化財を対象に進めています。明治期
の公文書はマイクロフィルム化が進んでおり、多くの文書が
紙焼きの複製で閲覧できます。現在、大正と昭和期の公文書
のマイクロフィルム化を行っており、併せてPDF化も行っ
ています。今年度は橋などの構造物の設計書類、図面などや
蚕糸関連の文書をマイクロフィルム化し、これまでのマイク
ロフィルムと併せると１万１千点のうち約60％が終了しま
した。それ以外のものを含めれば約８千本のマイクロフィル
ムを所蔵しています。また埼玉全県の航空写真は順次デジタ
ル化し当館のHPから閲覧できるようにしています。検索は
館内でもHP上でもできる仕組みです。

お話を伺った栁澤智公文書・地図センター担当部長（左）と
菅野孝浩公文書担当主事（右）

検索システムで所蔵物の検索もたやすい
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IM編集委員　展示会などの活動も盛んですね。
埼玉県立文書館　平成27年度は５回の展示会と古文書講座、
子供向け体験教室などを実施しました。子供地図教室は野外
を巡検したり、埼玉県の立体地図模型を厚紙とカッターナイ
フで作ったりしました。また11月14日は「県民の日・もんじょ
館でアーカイブズ」を実施し、昨年はゴムを削ってオリジナ
ルのハンコを作るイベントを開催しました。また６月９日か
ら10月４日までは県内の在村医である「小室家文書展」を、
10月31日から12月20日まで重要文化財公開コーナー展示
「SAITAMA食べものヒストリー～行政文書が語る食文化
～」をそれぞれ開催しました。
IM編集委員　年間の来館者はどのくらいですか。
埼玉県立文書館　年間約１万８千人ですので公文書館として
は多い方ではないでしょうか。
IM編集委員　インターネットの閲覧利用は？

埼玉県立文書館　現在、登録件数は約125万件、年間２万か
ら３万件増加しています。HPのアクセスは年間約７万５千
件です。検索から利用票の印刷までを自宅に居ながらできま
すので便利です。
IM編集委員　さて県内市町村との連携は？ 
埼玉県立文書館　昭和49年に埼玉県市町村史編さん連絡協
議会（平成３年、埼玉県地域史料保存活用連絡協議会と改称）
を設立し、各市町村の地域史料や公文書担当の方との定期的
な研修会と情報交換をしています。また、これまでに地域文
書館の設立に向けた７冊のブックレットも刊行しています。
IM編集委員　３年後には開館50年を迎えますね。何か目標
は？
埼玉県立文書館　目標というよりは課題ですが、エレベー
ターなど施設の老朽化対策と保存スペース確保の問題ですね。
耐震性には問題ありませんが、年月が経ち建物も古くなりま
したので対策が必要です。
IM編集委員　開館50年に向けてさらに魅力ある公文書館に
なるよう期待しています。本日はありがとうございました。

公文書管理シリーズ　第15弾 埼玉県立文書館

埼玉県立文書館の年間利用者数１万８千名は他の文書館を圧倒し、

全国でも有数の来館者数を誇る。これは館の職員約30名によって開

催される企画展示やイベント、また地図センターの併設といった全

国でも類をみない取り組みが功を奏した結果だといえる。

地図センターは県内市町村や県民などから寄贈された貴重な地図

類を紹介する地図に特化した珍しい機能である。1810年、幕府が

天文方・高橋景保 に命じ作成させた世界地図、粕谷氏収集の「新訂

万国全図」や、海と河川は連続した航路ということから、海図同様

の図として全国初で唯一の川の海図「河川航行情報図 荒川」などが、

先日まで展示されていた。

埼玉県立文書館がその充実度を維持する上で実施していることは、

定例的な評価と分析である。過去の実績と年度ごとの目標値が設定

されているのである。例えば、県職員の公文書に対する啓発活動と

して行政文書の公開点数が評価として挙げられているのだ。平成27

年度の目標は前年度５千点アップの16万５千点であった。また平成

26年度、歴史公文書の選定方法を変更した直後であるにも拘わらず、

職員への啓発を文書館のミッションと課したのも特筆すべき点であ

る。その他、文書館の普及、連携、協力活動としての講座・講習会、

ボランティアらによる古文書補修は、中身の濃い事業へと目標を変

えるなど前年実績を鑑み設定している。

公文書管理が「説明責任」という行政マネジメントを支える一つ

であるなら、このような評価の上に存在意義を明示し続けることも

必要だろう。地方の一部の公文書館が事業仕分けの対象になってい

るという話も聞こえるなか、この手法は参考になるはずである。

こうした努力の積み重ねの上に現在の埼玉県立文書館は成り立っ

ている。知的財産としての重要文化財11,259点も含めて閲覧でき

る文書館は、埼玉県民自慢の「記憶装置＆アーカイブズ」といえよう。

最後に細かいことではあるが、文書館前のバス停留所名を「県庁裏」

でなく「文書館前」と変更をお願いしたい。しっかりと自立してい

る立派なアーカイブズなのだから。

インタビューを終えて

埼玉県立文書館
http://www.monjo.spec.ed.jp/
さいたま市浦和区高砂4－3－18
開　　　館：昭和44年４月
施　　　設： 鉄筋（一部鉄骨鉄筋）コンクリート構造。地下２階、地上４階、塔

屋１階、各種閲覧室、保存庫、講座室、展示室、各種作業室ほか
所 蔵 資 料： 行政文書 183,502点、古文書 394,332点、地図 74,917点、

県史編さん資料 46,465点、複製資料 24,458点、
　　　　　　マイクロフィルム 8,225本（平成27年４月１日現在）
開 館 時 間： 午前９時～午後５時（月・毎月末・祝・年末年始休）
交 通 案 内：JR浦和駅西口より徒歩15分またはバスで「県庁前」「県庁裏」下車。

戦後をテーマにした写真展示も
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埼玉県立文書館

安
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氏は、武藏七党の一つ丹
たん

党
とう

に属した武藏武士で、賀
か

美
み

郡安
あ

保
ぼ

郷（現埼玉県児玉郡神川町）を本領とし、中世を通

して北武蔵を中心に活躍しました。安保惣領家は、鎌倉幕府の滅亡に殉じ、南北朝時代以降は庶流の光
みつ

泰
やす

の系統が主流

となります。現在当館で所蔵している安保文書37点はいずれもこの光泰系統の家伝文書で、当館以外では横浜市立大

学図書館に21点が所在しています。

安保文書は全体が３巻に仕立てられ、第１巻の11点は鎌倉～南北朝時代の文書で鎌倉府関係のもの、第２巻の13点

は、室町時代の文書で、結城合戦や嘉
か

吉
きつ

の乱、古
こ

河
が

公
く

方
ぼう

足
あし

利
かが

成
しげ

氏
うじ

に関するもの、第３巻の13点は戦国時代の文書で、

古河公方足利高
たか

基
もと

・晴
はる

氏
うじ

のほか、上杉・北条氏関係の文書がそれぞれ含まれています。安保文書は、本県だけでなく、

関東の中世史を物語る上で欠くことの出来ない貴重な史料群となっています。

■お宝文書投稿募集中！！　所蔵する貴重な文書・特長ある文書を貴館のご紹介と共に掲載します。ご連絡は編集部まで。

http://www.monjo.spec.ed.jp/
〒330-0063　埼玉県さいたま市浦和区高砂4-3-18　TEL. 048-865-0112　FAX. 048-839-0539

　埼玉県立文書館は、埼玉に関する歴史的・文化的に価値ある
行政文書、古文書、地図などの資料を収集・整理・保存し、その
活用をはかるとともに、県民共有の財産として永く後世に伝える
ことを目的とした埼玉の文書記録センターです。

◆ わが館の特長

わが館の

◆ 所蔵品
行政文書 183,502点
古文書 394,332点
地図 74,917点

埼
玉
県
立
文
書
館
所
蔵

安あ

保ぼ

文
書

文保２年（1318）12月24日　関東下知状
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守
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夫
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文書は、大正期から昭和

戦前期に内務官僚・衆議院議員とし

て活躍した守屋栄夫の個人文書で

す。その総点数は２万点近くに及び

ます。近代以降、守屋氏は膨大な記

録を作り残すことになりますが、守

屋文書は、いち個人の生涯のなかで

どのような記録がどれほど作成され

蓄積されるのかを教えてくれる貴重

な文書群となっています。また、守

屋栄夫は教科書に載るような有名人

ではありませんが、残された記録か

ら組織を実質的に動かす局長クラス

の官僚の役割や、いち地方選出の代

議士がどのような政治活動を行って

いたのかをうかがうことができま

す。例えば、朝鮮総督秘書官や農林政務次官時代の文書や日記は、公式記録ではうかがうことのできない政策決定の過程を

明らかにするものであり、私文書の重要性をあらためて認識させてくれるものとなっています。

http:// www.nijl.ac.jp
〒190-0014　東京都立川市緑町10-3
TEL. 050-5533-2900　FAX. 042-526-8604

　国文学研究資料館は、国内各地の日本文学とその関係資料を大規
模に集積し、日本文学をはじめとするさまざまな分野の研究者の利
用に供するとともに、それらに基づく先進的な共同研究を推進する
日本文学の基礎的な総合研究機関です。また、1951年に設置された
文部省史料館（のちに国立史料館）から収集されてきた52万点を超
す近世から現代までの歴史文書をも所蔵しています。その対象は、
大名から地主・商人にいたる近世文書、町村役場文書などの公文書、
政治家から市民にいたる私文書と幅広く、かつ関連する地域は全国、
さらには朝鮮や中国など海外に及んでいます。

◆ わが館の特長

わが館の

◆ 所蔵品
紙文書関連 約520,000点
マイクロフィルム 約48,000リール
その他 和古書　約56,000冊

人間文化研究機構 国文学研究資料館所蔵

守
も り

屋
や

栄
え い

夫
ふ

文書

第四十二回 帝国議会説明資料（総督秘書官用・左）
上海の朝鮮人独立運動家らの監視記録（朝鮮総督府警務局作成・右）
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マイクロメディアWGの成り立ち
アーカイブ委員会はこれまで、マイク
ロフィルムの作成手順、技術を標準化す
る活動を行ってきました。このアウト
プットとしてマイクロフィルムに関する
一連のJISの規格が作成され、マイクロ
写真が長期保存の媒体として広く社会に
認知され、また利用されてきました。た
だ現在ではメール、クラウド、SNS等の
IT技術の普及や、光ディスク、磁気テー
プといったさまざまなメディアが登場し
ていることもあり、活動はアーカイブ委
員会をメディア毎に分け組織されました。
マイクロメディアWGはマイクロフィル
ムに特化したWGとして活動しています。

WGの活動
活動の中で作成された一連のJIS規格
はマイクロフィルムを扱うすべての方た
ちの指針となるものです。現在でも内容
を見直して現状に合わないものについて
は修正をするという作業を行っています。
また、紙文書の電子化や、電子化された
文書の長期保存といった新しい規格の策
定についても、マイクロ写真で確立され
た規格が土台になっていますので同様に
見直し作業をしています。
これらの内容を発表する対外的な場と
してはJIIMAセミナー、展示会、月刊
IM等があり、鋭意啓発活動を行ってい
ます。セミナーや展示会の発表の内容に
ついては他のメディアWGと話し合いバ
ランスをとって決定しますが、年に２回
の発表はするようにしています。
一例をあげると、マイクロフィルムの
劣化がニュースとして取り上げられた時
には、長期間、安全に保存する手段とし
てフィルムの劣化を防止するJIS規格に
沿った正しい保存環境の構築や、すでに
劣化したフィルムの複製を作成する方法
を紹介してご理解いただいたといったこ

ともありました。

他のメディアとの連携
アーカイブ委員会の他のWG（光メ
ディアWG、磁気テープWG）とも定期
的にミーティングを行って、それぞれの
メディアの特性に合わせたより良いソ
リューションをユーザーに提供できるよ
うに情報交換を行っています。長期保存
媒体という視点では競合するようにも思
えますが、それぞれのメディアの特長は、
利用や保存期間を考えた時には双方の欠
点を補う補完関係にもなっています。

マイクロ写真の利用が推奨されるケー
スとしては、30年を超えても利用・再現
をしなければならない文書の保管です。
ライフラインや長期疾病のカルテ、生命
保険の証券、原戸籍といったものはマイ
クロフィルムで保管することが望ましい
と考えられます。
こうしたことからマイクロフィルム
使った長期保存のガイドラインを、他の
WGのガイドラインと合わせて、統合的
なアーカイブガイドラインとして出す計
画もあります。

協会設立当時から文書の長期保存に適したマイクロフィルムの普及啓発を担っ
てきた委員会。電子化・電子文書時代に突入し、マイクロフィルムの利便性をマー
ケットに発信する。

インタビュー　委員長　原田充治
副委員　加藤一男

　委員　榊　満塁
　　楢林幸一

第７回　アーカイブ委員会　マイクロメディアWG

デジタル時代の
マイクロ利用を促進する

JIIMAの委員会・ワーキンググループ（WG）
もっと
　知りたい！！
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長期保存のベストプラクティス
JIS Z 6018（ISO11506）

ISO11506はデジタルデータの長期保
存を光ディスクとマイクロフィルムを組み
合わせて効果的に使うという、デジタル
データ長期保存のベストプラクティスとし
て世界で認知された規格です。このJIS
化にあたっては標準化委員会やアーカイ
ブ委員会の他のWGとも連携を取って進
めてきました。それがJIS Z 6018です。
ISO11506は世界の標準規格ですので

JIS化の時にはほぼそのまま日本語化す
れば良いというものでしたが、一部日本
特有の事情を反映しています。例えばマ
イクロフィルムを洗浄する水については
硬度など海外と違いがありますので、そ
のあたりは変更しなければなりませんで
した。今回改定されるISO11506にはこ
のような日本のJIS Z 6018の内容を反映
してもらうということでISO側に協議を
してもらっています。

今後のマーケットの展望
デジタルデータの利用の拡大に従って
スキャン文書やボーンデジタルのデータ
が増えることは、マーケットの拡大につ
ながると考えています。全てのデータが
長期保存の対象になることはありません
が、今後増えていくデジタルデータの
１％が長期保存の対象になれば、マイク
ロフィルムの利用はまだまだ拡大する可

能性があると考えています。
マイクロフィルムについては他のメ
ディアと違ってアナログ媒体という特徴
があるため、どうしても古いメディア、
一世代前のメディアといったネガティブ
なイメージを持ってしまうことが否定で
きません。このようなイメージを払拭し
てマイクロフィルムの普及、利用の拡大
を図るためには、マイクロフィルムが“黒
子” 的な役割になることも必要ではない
かと思います。例えば、ユーザーが必要
としているシステムの条件で、100年間
データを保管しなければならないという
条件があれば、そのプロセスの中でマイ
クロフィルムが使われればよく、納入物
として扱われるだけでなく、サービスの
ひとつとして活用される、そんなビジネ
ス展開も考えられると思います。マイク
ロフィルムを活用してユーザーから問い
合わせがあった時に必要な情報を提供で
きるといったことも考えられるでしょう。
世界での事例を見ても長期保存が必要
となる文書情報の保存媒体には今でも必
ずマイクロフィルムが使われています。
電子化が進んだ将来でもマイクロフィル
ムの価値が見直され、利用が進むと考え
て啓発活動に力を入れています。

マイクロフィルムの利便性をもっと知って
もらいたいですね、と話す原田委員長

用途による選択の例

アーカイブメディアの特徴

アーカイブメディア どのようなアーカイブに向くのか 利用が適した保管分野の例
紙文書 原本性保全 手書き文書、捺印文書、手修正図面、古文書

マイクロフィルム 証拠性保全
超長期保存

紙文書、紙画像の電子化保存
（モノクロ２値画像、グレー画像）

BD/DVD 小・中容量で安価な長期保管
極力短時間でアクセスしたい（数秒）

法定保存文書（金融、医療・製薬、建設、等）
重要保存文書のバックアップ（工業所有権技術
文書、契約書、等）
歴史的公文書

磁気テープ 中・大容量で安価な長期保管
アクセスに若干の時間が許容可（数分）

BD/DVDと同じ分野および…映像、医療画像、開
発テストデータ、生データ（将来何かに使うかもしれない）

HDD アクセス頻度が低くても即時利用したい データベース・サービス（特許情報ＤＢ、楽曲配信、など）

アーカイブメディア 主な長所 主な短所

紙文書
・長寿命（250年～700年/中性紙）
・再生装置不要
・特別な保管環境不要

・記録容量が小さい
・物理量が膨大化する
・検索が難しい
・原本の劣化が進む

マイクロフィルム ・長寿命（期待寿命500年/PET）
・証拠性が高い

・記録容量が小さい
・記録速度が遅い
・検索性が低い

BD/DVD
・比較的長寿命（30年以上）
・再生装置が安価
・ランダムアクセスができる

・製品により品質差がある

磁気テープ
・比較的長寿命（30年以上）
・大容量データの容量単価が安価
・メディアあたりの記録容量が大きい

・ランダムアクセスが遅い
　（インデックス情報検索は早い/LTFS）

HDD ・ランダムアクセスが速い
・転送速度が速い

・システム購入価格が比較的高い
・維持コストがかかる（環境、電力）
・寿命が短い

従来のアーカイブ（仮に「トラディショナル・アーカイブ」
と呼びます）とは異なり、昨今の技術の進歩を活かし、
有効に活用することを前提にした概念

トラディショナル・アーカイブとの違い 
（１）保存対象の選別度合が異なる
　 すべての情報を保存する (現実にはありえない)
　  明示的な選別はせず、現実的な範囲ですべて
の情報を保存する（新しいアーカイブ）

　  保存すべき情報をある意思をもって選別・整理
して保存する（トラディショナル・アーカイブ）

（２）使う時に検索・整理して使う 
　　 トラディショナル・アーカイブでは検索性・保管
容量の制限のために先に整理して保存するの
に対し、新しいアーカイブでは使うときに検索・
整理する 

（３）廃棄という概念がない
　　 どのような情報でも将来価値が出るかもしれな
いという考えの基、廃棄という概念をなくす 

（４）アーカイブは継続的に行われる 
　　 トラディショナル・アーカイブではある時点で時
間の流れを凍結して保管するのに対し、時間軸
（時間の流れ）という考えを取り入れる

新しいアーカイブの概念が出てきている
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スキャナ保存のさらなる規制緩和
JIIMA特別セミナー開催

昨年末に閣議決定された税制改正大
綱を受けてJIIMAでは、規制緩和内容を
解説する特別セミナーを３月２日東京都
墨田区にて開催した。e-文書法の重要性、
それら最新動向に加え、今年から始動す
るマイナンバー制度についても触れた。
講師は経済産業省情報プロジェクト
室から村上智信室長と馬上征人係長が、
スポンサー講演として会員のウイング
アーク1st、コンカーが務めた。
経済産業省はマイナンバー制度、電子
帳簿保存法改正により、民間が有効的に
利用できるよう、これら法整備のポイン
トを解説した。マイナンバー制度では個
人認証機能を利用し、スマホアプリをつ
かった施策、昨年に引き続き緩和された
スキャナ保存要件にもスマホによる記録
が認められるなど、スマホ利用でビジネ
スが拡張される点が強調された。

追加された規制緩和要件の詳細につ
いては最後にJIIMA長濱和彰専務理事が
講演し締めくくった。
話題性があるテーマとあって、会場で
は通路に補助いすが出るなど、聴講者で
溢れた。（講演の詳細はP6で）

JBMIA
電子ペーパーシンポジウム開催

ビジネス機械・情報システム産業協会
（JBMIA）電子ペーパーコンソーシアム
は３月11日、東京都千代田区にて12回
目となる「電子ペーパーシンポジウム」
を開催した。
３月15日発行のビジネス・マシン
ニュースによると、今年のシンポジウム
は昨年の電子書籍端末やビジネス用の端

末が普及していることから、これら技術
の紹介とビジネス展開の方向性の講演、
実機のデモを行ったという。
電子ペーパーの可読性の問題、電子ペ
ンや電極フィルム等技術の紹介、ビジネ
ス創生に関する市場分析、海外との比較、
教育への可能性など多岐にわたった話題
が繰り広げられた。

国立国会図書館
新館長に羽入佐和子氏

衆参両院の議院運
営委員会理事会は、
国立国会図書館長に、
元お茶の水女子大学
長で理化学研究所の
理事を務める羽入佐
和子氏（67・神奈川

県出身）を内定、４月１日付で就任させ
た。国立国会図書館長への女性の起用は
初めて。任期は４年。

コニカミノルタ 新会社
「コニカミノルタジャパン」設立

コニカミノルタ株式会社（会員No.122、
代表執行役社長・山名晶衛氏）は４月１
日付けで新会社「コニカミノルタジャパ
ン株式会社」を設立した。2014年より
推進している中期計画「TRANSFORM　
2016」に沿ったもの。
コニカミノルタヘルスケア株式会社
を吸収分割継承会社とし、コニカミノル
タヘルスケアに情報機器事業の国内大手
アカウント販売部門及び産業用材料・機
器事業の計測機器国内販売部門を継承さ
せ、情報機器事業の国内販売会社である
コニカミノルタビジネスソリューション
ズ株式会社を吸収合併、商号を「コニカ
ミノルタジャパン」とした。
コニカミノルタ独自のデジタルマー
ケティングやデジタルマニュファクチュ
アリングによるノウハウを活用したデジ
タルワークフロー改革の支援や製造業、
ヘルスケア、商業・産業印刷といった業
種業態別のソリューション提供を通じて、
お客様の価値創造と事業成長への貢献を

より確固たるものにする。新社長にコニ
カミノルタ常務執行役の原口淳氏が就任
した。

韓国 電子文書産業の
海外進出支援本格化

韓国DCA Newsletter No.438による
と、２月17日韓国電子産業協会と崇実
（スンシル）大学院（情報科学大学院）は、
優秀な韓国電子産業を海外に展開させる
ための支援サポートを共同で行っていく
覚書に署名した。
この覚書の主な内容は、海外における
ICT（情報通信技術）政策の策定、シス
テム導入のサポート、海外援助事業など
を通じた海外輸出の間接支援および海外
進出に伴う懸念事項の解決などである。
韓国電子産業協会は、韓国の優れた電
子文書関連技術を生かした海外進出への
支援を従来から行っており、崇実大学院も
発展途上国を中心に、韓国のICT政策を
生かしたICT政策の導入を支援している。
今回の合意は、両機関の協力で海外進
出支援に相乗効果が生まれ、拡大させて
いくことに狙いがある。
　

キヤノンMJとIBM
データキャプチャーソリューションで協業

キヤノンマーケティングジャパン株
式会社（会員No.45、代表取締役・坂田
正弘氏）と日本アイ・ビー・エム株式会
社（会員No.608、代表取締役社長・ポー
ル 与那嶺氏）は企業の膨大な文書を効
率的に電子化するデータ・キャプチャー・
ソリューション分野で協力することで２
月８日合意した。
コグニティブ技術（膨大なデータを理
解し、論理的に推論し、継続的に学習す
ることができるシステム）をベースとし
て、ソフトウエアと日本語OCR認識ソ
リューションを組み合わせて文書管理業
務の効率化・コンプライアンスを図る。
金融・保険・製造・流通サービス・ヘ
ルスケアなど多くの業界で発生する申込
書、契約書、画像、マルチメディアなど
のデジタルを支援する。

国立国会図書館蔵
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新刊紹介

　この一冊でe-文書法が丸わかり。
各省庁が定めた文書の電子化要件
だけでなく、平成27年度改正の電
子帳簿保存法施行規則に完全マッ
チ。国税関係書類のスキャナ保存
にすぐに取り組むことができる指南
書です。

効率とコンプライアンスを高める

◆ お問合せ・お買い求め

公益社団法人 日本文書情報マネジメント協会（JIIMA）　TEL 03-5821-7351
http://www.jiima.or.jp　出版物・販売品 より

スキャナ保存の承認申請用紙のサンプル
適正事務処理規程／電子化保存規程
電子帳簿保存法取扱通達解説／
電子帳簿保存法Q&A

サンプル・参考資料満載！サンプル・参考資料満載！

あの「増補改訂e-文書入門」に新要件を完全付加！ 文書情報管理士検定試験用教科書

e-文書法  電子化早わかり

JIIMA法務委員会編
B5判　175ページ
ISBN987-4-88961-014-7
本体価格2500円＋税
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　日本リサーチセンターは、企業の市場戦略にかかせない市場調査をお
客様のニーズに応じて実施し、マーケットを包括的な視点で捉え、皆さま
の事業戦略を支援しています。そのような調査会社の中にある編集制作
チームは、マーケティングリサーチの会社で編集プロダクション機能を持つ
日本ではあまり例のない部署になります。
　当社編集制作の特長は、長年のリサーチ業務のノウハウを活かし編集
制作に取り掛かる前の「調べる」技術に長けていることです。お客様が
編集制作に何を求め、どのような効果を期待しているのかを正確に掴みま
す。顧客満足を向上させたい（ＣＳ）、従業員満足を向上させたい（ＥＳ）
といった現状把握（調査活動）を踏まえた上での編集制作は、お客様に
とって調査と編集制作が一貫して行えるという利便性があります。もちろん、
単独での広報ツールや社内報、情報誌なども多く手掛けてきました。現在
では、販促ツール、社史・年史、ｗｅｂ構築など、編集制作で扱う業務
の幅も多種多様となっています。
　これからも「調べる」と「伝える」が一社でできる数少ない会社として、
お客様のコミュニケーション戦略を支援してまいります。

株式会社日本リサーチセンター　編集制作チーム

「調べる」（調査）×「伝える」（編集制作）を
プロフェッショナルに
マーケティング・リサーチ、世論調査など／広報誌、社内報、
社史・年史、情報誌、webに関する企画提案と制作

http://www.nrc.co.jp/
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　日本リサーチセンターは、1960年に本格
的なマーケティングリサーチ、世論調査、マー
ケティングコンサルティングを事業目的とし
て、産業界の広範な企業の支援のもと設立
されました。以来50余年にわたり、数多く
の企業のマーケティング活動に参画してま
いりました。
　文書管理の強化を図るとともに、他会員
企業様との交流を通して、長年積み重ねた
当社のノウハウを活用いただけると願い加入
させていただきました。

創 業 年 月：1960年12月
資 本 金：10,000万円
従 業 員：105人
代表取締役：鈴木稲博

■主な取扱商品・サービス
・社内報、機関誌、広報誌の取材、編集制作
・社史、年史の取材、編集制作
・教育研修、啓発ツールの制作
・広報、IR、販促支援
・キャンペンツール、ノベルティ、映像の制作

〒 102-0023
東京都中央区日本橋本町 2-7-1
TEL 03-6667-3400　FAX 03-6667-3471

営業企画2部第2（編集制作）チーム　酒井　勲
TEL 03-6667-3134　E-MAIL：sakaiio@nrc.co.jp

商品等のお問い合せは 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

JIIMA加入の
動機・期待・抱負

JIIMAの皆さん
はじめまして

要望を発掘し、マーケットを捉え、表現します

会長・社長からのメッセージ、新商品紹介、社内イベン
ト報告、環境への取り組みの紹介、外部執筆陣によるコ
ラムなど内容多岐な社内報。イラストなども多用し、楽
しく読めるよう工夫しています。

もりにゅうエージ

新入会員企業紹介
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　アルファテックスは、1988年に創業、2016年に創業28周年を
迎えました。ITサービス業として、自主独立のベンチャーとして
お客様との直接契約にこだわり、お客様の現場で共に事業課
題を解決し、お客様の競争力強化に努めてまいりました。
　当社の歴史は、日本におけるコンピュータの歴史と重なり、い
つもお客様の期待のその先のご納得を目指し、最新の技術を
駆使しプロフェッショナルのノウハウをもって、その成果を届けて
まいりました。今日に至るまで事業を継続できましたのも、ひとえ
にお客様とパートナー企業のご愛顧の賜物と感謝しております。
　ビジネスプロセスアウトソーシングサービスをはじめ、システムイ
ンテグレーションサービス、クラウド型アプリケーションサービスな
ど、それぞれのサービスを単体、あるいは組合わせることで、
お客様にバックオフィスやシステム運用の業務効率化、コスト削
減を実現する付加価値の高いサービスを提供しております。
　経営ビジョン「いつでも　いつまでも　ご相談いただける　信
頼のパートナー」を掲げ、国内外を問わず常にお客様のお側で、
お客様の課題をともに体験し、解決策を提案し、実現し続けて
まいります。

アルファテックス株式会社

ITを活用し、お客様の業務改善・
課題解決をお手伝いします。
情報システム開発・保守・運用
業務支援サービス（アウトソーシングサービスの提供）
アプリケーションサービス（クラウドでの情報システムの提供）

http://www.alfa-teccs.co.jp/

 会員 No.
1030

　システムインテグレーターとして、紙から
電子化での情報管理を推進し、中堅・中小企
業でも導入しやすいクラウドサービス（ALFA-
Palette）を販売。
　また、e-文書法規制緩和に伴い、領収書等
のスキャン処理機能をリリースし、業務の電子
化を加速させ①保管コストの削減　②スピード
アップ　③業務効率アップを実現させます。
　JIIMAを通し、国内の電子化推進に貢献したい
と考え加入させていただきました。

創 業 年 月：1988年３月
資 本 金：4,040万円
従 業 員：106人
代表取締役社長：森本潤一

■主な取扱商品・サービス
・ALFA-Palette　旅費・経費精算システム
・ALFA-Palette　簡単タイムレコーダー
・ALFA-Palette　店舗管理システム
・WEB EXPRESS (WEB配信システム)

〒 108-0014
東京都港区芝 5-3-2 アイセ芝ビル
TEL 03-5419-4431　FAX 03-5419-4435

BS事業本部　中田秀明・須田真由美
TEL 03-5419-4431　
E-MAIL：alfa-sales@alfa-teccs.co.jp

商品等のお問い合せは 　　　　　　　　　　　　　　　　　

JIIMA加入の
動機・期待・抱負

JIIMAの皆さん
はじめまして

紙の伝票を電子化！
社内業務のスピードアップをご提案します。

五反田本社入口

全社員が活用する電子決裁システムALFA-Paletteは、申請や報
告業務をスピードアップ・効率化します。

 

東京本社

新入会員企業紹介
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文書情報マネジメントに関連するメーカー、ディー
ラー、ソフト開発、入力サービスなどを業とする
法人・個人

30
20
10

30
20
10

公益社団法人 日本文書情報マネジメント協会に入会しよう！！公益社団法人 日本文書情報マネジメント協会に入会しよう！！公益社団法人 日本文書情報マネジメント協会に入会しよう！！公益社団法人 日本文書情報マネジメント協会に入会しよう！！公益社団法人 日本文書情報マネジメント協会に入会しよう！！公益社団法人 日本文書情報マネジメント協会に入会しよう！！

日本文書情報マネジメント協会事務局まで日本文書情報マネジメント協会事務局まで

日本文書情報マネジメント協会（JIIMA）は内閣総理大臣から認定された公益法人です。設立55年の歴
史を誇り、国際規格ISO/TC171（文書画像）の日本審議団体でもあります。画像情報マネジメント関連、
国内唯一の団体で、会員企業も中小から大企業まで全国にわたり、その数は200社を数えています。
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〇報告　廣岡　毅顧問殿のご逝去について
　議長より「廣岡　毅顧問（前理事長、株式会社ニチマイ相
談役）が１月25日逝去された旨、報告あり。廣岡理事より、
お別れの会参列のお礼と、納骨（３月13日）の報告が行われた。

１.　審議内容
１）第55期　事業遂行状況、収支見込み
　議長より、「当期収支は＋１百万円強、次期繰越額は、３
期ぶりに20百万円近くに回復する見込みと報告された。
①３月２日開催のスマホ規制緩和特別セミナー
②検定試験
④ウェブサイト運営や寄付など会員企業からの期末決算協力
⑤新規光ディスク認証
　上記によりプラス収支。出版関係は期末棚卸を勘案してい
るが、管理費関係は予算総額以内に収まる見込み。
２）事務局の体制を強化する件
　議長より、来期以降のJIIMA活動領域の拡大と新ミッショ
ン遂行のため、事務局にも人的な強化体制が必要なことから
理事会社から人材出向いただきたい旨、依頼がされていた。
第一陣として４月１日から１名の出向を受入れるとの提案
があり趣旨説明が行われた。
３）第56期　事業計画書（案）・収支予算（案）について提
案の件

　策定中の「JIIMAビジョン2016」と各委員会との打合せ
により作成された事業計画・予算案について審議が行われた。
議長と専務理事から、「第56期事業計画書・収支予算書」の
各内容要旨が説明され、JIIMA56期の組織体制が提案された。
　役員からの修正を行い３月末までにこれを理事会承認済
みの事業計画として内閣府に提出し、次回の第55回通常総
会に上程したい旨説明があった。
４）第55回通常総会を開催する件
議長より第55回通常総会について下記提案された。
　日時　平成28年５月26日（木）16時30分～ 18時00分
　場所　東京都千代田区大手町1－5－1
　　　　大手町ファーストスクエアカンファレンス　Room A
　議案　⑴ 第55期事業報告及び収支決算に関する件
　　　　⑵ JIIMAビジョン2016　提案の件

　　　　⑶ 第56期事業計画及び収支予算に関する件
　　　　⑷ 理事の補欠選人の件
５）JIIMA特別貢献賞・特別会員提案の件、及び委員会特別
表彰推薦の件

審議の結果、以下の皆様を５月26日通常総会で表彰するこ
とを決定した。
⑴ JIIMA特別貢献賞、及び特別会員
　小長谷武敏氏　セミナー委員会
⑵ 第55期委員会特別功労賞について
　遠藤　　治氏　検定試験委員会
　久田　雅人氏　政策提言プロジェクト
　甲斐荘博司氏　e-文書推進特別PJ　WG-1
　平山　義一氏　e-文書推進特別PJ　WG-1
　古木　隆義氏　e-文書推進特別PJ　WG-1
　益田　康夫氏　e-文書推進特別PJ　WG-1
⑶ 20年会員顕彰
　株式会社マイクロテック 
６）JIIMA会員入退会審査の件
入会申請　なし
退会報告　ビクターアドバンストメディア株式会社

以上、議長からの審議依頼事項については全て異議なく承認
された。

２.　理事会報告
１）「JIIMAビジョン2016」改定案
　「JIIMAビジョン2016 Ver.0.83」 が配布され、主要変更点
が説明された。
　役員からの意見を集約し、次回戦略会議で纏め、5月26日
の通常総会に提案する。
２）「ICAソウル大会」展示ブース参加要請の件
　国立公文書館・加藤館長から、９月５日（月）～10日（土）
まで、韓国ソウル「COEX」で開催される「国際公文書館会
議（ICA）ソウル大会」に出展いただきたい旨、要請あり。
海外展開に関心ある会員はJIIMA事務局まで連絡を。
３）文書情報管理士検定・マネージャー認定報告（廣岡理事）
　文書情報管理士2016年冬試験の結果、2016年夏試験の予
定、第２回e文書＋＋セミナーと２月マネージャー資格認定
セミナーの結果が報告された。
４）新規認証の報告（望月理事）
　１月29日に新規認証したアーカイブ光ディスクシステム
が報告された。
５）春のJIIMAセミナー開催案（長濱専務理事）
　５月26日東京・６月10日大阪の開催案が説明され、スポ
ンサーセミナーの参加要請が行われた。

第10回 理事会報告第55期

開催日時 平成28年３月16日（水）16：00 ～ 18：20
開催場所 JIIMA大会議室
出席役員
（敬称略）

高橋理事長、勝丸副理事長、廣岡理事、栃木理事、
桂林理事、河村理事、辻理事、岡本理事、石田理事、
太田理事、望月理事、野村理事、神田英彦氏（寺
久保執行理事代理）、長濱専務理事、長井監事、
小向監事、オブザーバー木村特別研究員、木戸
部長

第９回理事会は２月９日～２月12日電子で行い、４社の入会審査を行った。異議なく了承された。
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編集委員から４月に入り新年度。学生は学年が１つ上がり、

我 ビ々ジネスマンは多くの企業が新たな期を迎えま

した。桜が咲く春の陽気と共に気持ちがリセット、

または引き締まった人も多いのではないでしょうか。

しかしなぜ４月を新年度の始まりとするのでしょうか。江戸時代

は暦通り１月から12月の会計年度でした。ところが明治19年（西

暦1886）に当時の政府が財政難から暦通りの会計年度では税

金の徴収が出来ないため、会計年度を無理やり４月に変更した

とされています。お金ができるまで支払はできない、だったら会計

年度を変えてしまえという発想でしょうか。何とも身勝手な…とお

思いの方もいらっしゃるでしょうが、今では２種類の１年があるこ

とに何ら疑問もなく、むしろ冒頭のように新鮮さを覚える方が多い

のではないでしょうか。

他にもこのような習慣化した文化や制度はジャンルを問わず多

いかもしれません。４月に入って気分が一新するこの時期に違っ

た視点から物事を見るのはいかがでしょうか。何気なく普段行って

いることでも、始まった「きっかけ」や「そもそも論」を調べると、

思わぬ発見を見つけられるかもしれません。

（平山義一）

４月１日から電力が自由化された。今回の自由
化は家庭や店舗に対するもので、オフィスビルや
事業所は2000年から既に自由化がスタートしてい
る。あまり盛り上がってこなかったが、今回のお祭

りさわぎで、こちらも多少火がつくと思われる。
お客様企業では、電力会社の見直しやコスト削減とともに、電
力使用量削減への関心が高まるだろう。スマートメーター設置に
よって30分単位での電力使用量が見える化されるからだ。スマー
トグリッド(洗練された電力網)と言われる、いわゆる電力インフラと
通信インフラの融合により電力の見える化と制御が進み、送電ロ
スの低減や電力の安定供給と同時に、省エネやご当地電力など
の有効利用が図られていくだろう。
オフィス領域においては、一部企業は電力の小売販売をスター

トし、コスト削減アプローチにより減らした電気代を他の投資に振
り向けるような働きかけを始めている。また省エネ機器・見える化
の仕様を持った機器が選定されるようになるだろう。また、スマー
トメーター等から取得される電力使用量のビッグデータは、オフィス
の働き方改善にも活用されるようになるに違いない。
いずれにしても、スマートグリッドがもたらす「無駄にアクセクし
ない、近くて良い物を活用する」という省エネルギーの考え方は、
これからの企業経営に不可欠なスマートな働き方の普及を加速さ
せる材料となると期待される。　　　　　　  　　  （広森順子）
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